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はじめに 

被告らは約束を守れ 

 ≪以下は、福島県原子力安全確保技術連絡会の会議資料≫ 

 プルサーマル導入承認会議で原子力安全・保安院が提出し
たもので、安全上重要な 『止める』、『冷やす』、『閉じ込める』
機能が確保されるように設計」となっていた福島第一原発が
地震・津波で壊れてはいけなかった。 
 この資料は、発電所所在町に対する約束文なので、「想定
外」という、言い逃れは絶対に許さない。 
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 双葉町地図 
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１ 以下は、「伏魔殿の写真」 
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２ 事故報道 福島民報新聞記事 

 

 ≪上記は、２０１１年３月１２日 福島民報新聞社「東日本大震災 ふくしま

の３０日より転載≫ 
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以下は、福島民報新聞社 「東日本大震災 ふくしまの 30 日」より転載 
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３ 伏魔殿が正体を現した写真 ≪東京電力写真集から転写≫ 

 ２０１１年３月１１日、被告らの津波隠しの隠蔽工作がバレた瞬間 
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≪これでは放射能はもれるな≫ 

 被告らの津波隠しのウソを、自然が証明した瞬間。この後も、ウソと隠ぺい偽

装が続いている、 
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４ 事故隠しが始まった瞬間 

   ３月１１日１７時に官邸から防衛省に届いた FAX のコピー 

 

 この FAX の内容から、事故隠しが始まったことを証明する大事な証拠文献で

ある。これをネット上で紹介して頂いたのは、アワ―ネット TV の白石さん。 

 全国民は、この証拠を見逃してはならない。 

  

 原告はこの時、双葉町役場内で第１回双葉町災害対策本部会議中で、地震と津

波被害の実態について議論していた時だった。当然、原子力発電所の状態の詳し

い報告が東電からなかったし、原子力安全・保安院からもなかったので、第一原

発について何も協議していなかった。 

 

 発電所の緊急事態の報告は、経済産業省資源エネルギー庁原子力安全・保安院

と福島県、双葉町、大熊町の４者には、同時に緊急通報を届けられることになっ

ていたで、ここに官邸が登場することはあり得ないことである。 

 このときから、本件事故に際して、事故隠しと責任逃れ工作が始まっていたこ

とが、この資料から判断することができる。 



 30 / 504 

 

≪2024.12.8 グーグルアースより転写≫ 

 

 双葉町の中心部からほとんどの家屋が無くなり、廃町の様相を示す。 

 

 ⾧塚⿁木付近 
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 新山久保前付近 

 

 ⾧塚町付近 
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 前田地区全域 

 
 町分譲住宅団地 漆迫団地 
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 ５ 地球上から消された双葉町 
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第 1 章 原告の悔しさ 

第１ パワーポイントに記した悔しさ 

 １ フクシマの真実を語る 
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  担当課⾧が（防災訓練）双葉町⾧へ事故通報を告げる 
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２ 双葉町民の覚悟 
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第２章 双葉町⾧の妨害事案 

 第１ 総理官邸による情報妨害 

 

   第２ 地震・津波に襲われた双葉町 

１ 地震被害 

  

   新山商店街             新山商店街の目物「門」の倒壊 

  
   新山北広町民家の倒壊             同 左 
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    役場庁舎前の時計塔            新山広町商店街 

   
      新山広町商店街           双葉町体育館卒団式準備中 

   

    原告母屋の倒壊前          原告作業場の被害 

   

  原告井戸屋倒壊          原告墓地墓石倒壊 
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２ 津波被害 

  
   役場庁舎 4 階から津波を見る      浜街道から下水処理場を望む 

  
   浜街道から請戸方面を望む       洋上から郡山・中野方面を望む 

  

   洋上から町中央を望む          洋上から細谷地区を望む 
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 第３ 奇襲された双葉町 

  １ 放射のうもれを隠した 

 

２０１１年３月１１日１７時と言えば、双葉町役場では第１回災害対策

本部会議中だった。安全確保に関する協定がありながら、なぜ東電は双葉

町に通報しなかったのか大きな疑問がある。 

 官邸が知る前に発電所立地の双葉町に、東電が通報するのが建前だと思

う。このときから国の事故隠しが始まっていたと考えている。 

 

  ２ 原発が壊れた 

【ベント実施は地元の了解が先】の陳述書 

平成 30 年 9 月 12 日 

東京地方裁判所民事第 50 部 合ろ係 御中 

 

（住所）福島県双葉郡双葉町 
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（氏名）原告 井戸川克隆 

   

  （１） 被告らの傲慢 

   ベントと聞けば震え上がるくらい許せない行為です。 「止める、冷や
す、閉じ込める」と言い続けてきたのは事業者の東電と管理者の国で

した。この 3 つの言葉の持つ意味は、地元が原発の営業運転に対して、保険

を掛ける意味合いがありました。双葉町としては、再三にわたって、放射能

を出さないように言い続けてきました。原告は放射能が嫌いで怖いから出

さないように、被告らに当町応接室や、国及び東電の本店でも注意を喚起し

てきていました。この時、被告らは笑いながら、町⾧、放射能は出しません

から、心配しないで下さいと言ってきました。あの笑いは何だったのでしょ

うか、どうしてベントを防ぐことが出来なかったのかがわかりません。 

 

  （２） 厳格な工程    

私は発電所の建設現場の経験をするために、2 号機の D/W や S/C の組み

立て工程に従事したことが有ります。一時的な経験でしたが、大型の鋼構造

物の接合において、格納容器などの溶接はトップクラスの溶接工がやってい

ました、そのあとの溶接波をグラインダーで平滑にして、溶接傷を見つける

探傷チェックやエックス線撮影で陰影検査を行う厳しい工程で作られてい

るのを目撃してきました。そのため、原発は簡単に壊れるものではないと信

じていました。ひとつ気になったのは、D/W と S/C の組み立てが完成して

行う、耐圧試験が空気圧 2.0 ㎏/㎝ 2 で行われたことでした。後でわかったこ

とですが気体を使う耐圧試験は低圧でなければ、漏れている個所の発見がし

にくいということで、この不信は解けました。この検査では漏洩カ所がなく、

無事検査が終了して組み立てが終了しました。ここで私は発電所の仕事から

離れました。 

 

  （３） 限界の証明 

しかし、D/W と S/C は圧力容器の生命線ですので、ベントをしなければ
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ならない状態を作ったことは、原子炉の暴走を止めるための装置であった

D/W と S/C が役に立たなかったことが証明されました。一般的に限界を迎

える前に、弾性限界の範囲が有って、これを超えると塑性限界の範囲があり

ます、これを超えると破断になりその物の形や能力を有しなくなります。発

電所は機械を集合した構造総体です、これらにはそれぞれの力学的な限界が

あり、限界に至らないように安全率が付加されて、製品として出荷、組み立

て、完成します。 

特定施設としての原子力発電所は、一般仕様とは違う特化したものと理解

していました。 

原告が発電所構内で、原子力仕様として携わってきた電力施設では、雷に

よる瞬き停電が発生しますと、電動機の電源が遮断されて停止されていまし

た。これは限界（装置の破壊や誤作動）になることを防ぐために設けられた

危機管理システムです。汎用品等の装置の保護回路としてあるのは、過電流

や過負荷で作動する継電器が設けられています。また、圧力容器（ボイラー

等）の小さいものを生業として携わってきた者として、圧力容器は膨張を抑

える役目（耐圧・耐膨張）を果たすものでなければならないのに、発電所で

はベントしなければならないと言っていること自体が、大きな問題であると

考えています。圧力容器の核燃料の膨張する体積比に対して、受ける役目の

D/W の収容容積比の計算ができなかったのか、又は意図的に小さくしたの

か今後の解明が必要となります、とにかくベントをしなければならない原発

が存在したこと、あるいはさせたことが原因と考えなければなりません。 

 

 （４） 原告の言い分 

   私は小さな工事屋でしたが、圧力容器の安全弁を作動させた経験はあり

ませんでした。その前に必ず前触れがあってエラー表示が出ます、これを見

抜けないと最終工程の安全弁が作動するようになります。東電の技術者は、

エラー表示を見抜いて安全弁（ベント）に至る前で処置ができなかったので

しょう。 
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この陰には、官邸にいた素人の政治家が過剰に現場をコントロールしすぎ

たものも一因と判断します。町と県は被告東電と結んでいた【 「東京電力株

式会社福島第一原子力発電所周辺地域の安全確保に関する協定書」（以降、

安全確保協定という）にある（通報連絡）第 3 条には、丙は（東京電力）、

甲及び乙に対し、安全確保対策等のため必要な事項をその都度通報連絡する

ものとする。】となっていました。           

この安全確保協定に基づけば、県、双葉町、大熊町と東電が主体者なので、

わき役の官邸が情報を独占したために、ベントについての協議が行われませ

んでした。１１日の深夜から１２日の未明にかけて、官邸は発電所に対して

指示を直接出していたことは重大な間違いでした。 

   発電所では未経験の異常事態が起きてしまいました、それは立地の双葉

町に建設されている発電所で起きたことなのです。それを遠くにいて、被ば

くの危険のない人達に左右されるものではありません、遠くの人達以上に

現場では危機が迫っているのに、地元は知らされないということは前代未

聞で、まさに想定外の事件でした。地元の権利を妨害したままで、本件事故

の避難解除・終息はあり得ません。権利の侵害の賠償を払ってもらわないと

帳尻が合わず、交通事故で言いますと、ひき逃げをした犯人は罪を問われず

に、逃げ得したことと原発事故は同じ解釈となってしまいます。 

ベントに至らなければならなかった愚かさは、前述しましたが、放射能の

嫌いな町の災害対策本部⾧は、これまでベントそのものに対しての忌避を東

電には示してきました。これに対して被告らは口をそろえて、「止める、冷や

す、閉じ込める」ができるので、大丈夫ですというから、町民に対して大丈

夫と言ってしまった責任をどうにかしてほしいです。 

   発電所から送られてくる通報は発信者の都合で送られてくるので、その

意味を理解するには、専門家が役場にいて解説してくれないと内容が理解

できませんでした。理解できていたら、町では、町民に大至急避難するよう

に、呼びかけていました。場所が決まらなくても町から１００ｋｍ以上離れ

るように、防災無線で広報していました。後のことは考えないで、広報して

いました。        

100kｍ以上の避難が間違いであっても、被ばくが避けられたのであれば幸

いなことなので、後で町民から叱られてもよかったのです。 
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   ベントの前に避難の完了が出来なかったのが町民に対して、任務懈怠を

侵してしまったことの悔しい思いは、生涯背負っていかなければなりません。 

 

（５） ベントの知識 

ベントには二通りあることは知っていました。放射能を大気中への放出を少

なくさせるために、S/C があることも知っていました。また、排気塔が地上２

００m の高さになっていることが、危険なことを示しています。ある時、東電

の副所⾧に排気塔にあるモニタリング装置の一次側（汚染ガス等）にフィルタ

ーがついていたので、排気の放射線をモニタリングするのに、フィルターを取

り外せといったことがあります。「副所⾧は、あのフィルターは大きなごみを

とるためです。」と答えましたが、嘘を言っているなと思って聞いていました。

そもそも大きなごみなどあの排気塔から出たら大騒ぎになることは必定だか

らです。 

 

ベント、それは最後の手段なので、町民がいるのにやれという官邸の考えは

無謀で殺人行為に等しいものです。当町には放射線管理技士免許所持者が大勢

いますので、ベントの広報をすればたちまち避難の指示がなくても避難してい

たと思います。それと同時に、なぜもっと早く知らせないのだと、町に苦情が

殺到したはずでした。事故現場から離れて、町にいた放射線管理者等たちも、

携帯電話がつながらないので何も知らなかったのです。 

１２日の放射線量を、最近県庁で調べたら１２日朝から計測されていたこと

が分かりました。こんなこともあります、騎西高校に来てから得た情報ですが、

「福島第１原発 放射のうもれ From 官邸」という、２０１１年３月１１

日１７時に官邸から防衛省に送られたと思われる FAX を見たとき、嘘だろう、

こんなことがこの世に有っていいわけがないと思うと同時に、官邸は嘘で固ま

っているなと判断しました。 

 

（６） 黙ってベントされた側の気持ちになってみろ 

  私は、ベントは最悪の行為だと思っています。私だったら自分の管理してい
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るものが、手に負えないような事態になり、公衆に多大な迷惑をかけるのだか

ら、死んでお詫びするくらいのことだとだと思っていましたが、私の考え方が

おかしいのか、それとも世の中が変わってしまったのか。官邸は人としての良

識がなかったと思います。この時双葉町では地震と津波で住むところがなくな

り、どうして今夜を過ごそうかと思い悩んでいる最中に、ベントの被害を受け

させるということに、ためらいとか良心とかなかったのでしょうか。まして、

この国の最高責任者が、国民の保護を優先しないことに心が痛まなかったの

だろうかと思うと、私の心が痛み、悲しくなってしまいます。ベントの騒ぎの

中で 「双葉町に連絡を取れ、現場はどうなっているのか調べろ」と、どうして

言えなかったのか、自分がやらなくても部下に命令するのに１０秒もあれば

できただろうに。やる気があればできた地位に官邸政治家たちはいました。こ

のためベントを知らずに、１２日は避難指示を受けて町民に避難指示を出し

て町から避難させました。 

この日、まだ多くの町民が町に残っている 14 時 30 分頃ベントが成功した

と後日知りました。そして、これも後で知ったのですが、１４時４０分４０秒

に 1 号機のベントの最高数値を上羽鳥地区にあったモニタリングポストが、

4.613 ミリシーベルト/時間当たり（ピーク時）の数値を観測していたのです。

この数値は屋外の数値なので、24 時間に換算すると 24ｈ×4.61＝110.64 ミリ

シーベルトとなり、年間にすると 365×110.6＝40,369 ミリシーベルト≒40 シ

ーベルト/年の環境に置かれたのです。この数値を頂点に避難途上の多くの町

民は、無用の被ばくをさせられていたことになります。 

教えないことは罪で。隠すことはもっと罪です。情報を止めて、不当な被ば

くを強要させた罪は、消すことのできない永遠の罪だと思います。 

 

（７） 広報は合同対策協議会の決定の後 

   官邸は行政組織の頂点にあります。災害が起きると一般災害の災害対策本

部⾧を拝命します。原子力発電所で原災法第 10 条通報が経済産業大臣に届

けられ、これを総理大臣に届いた場合には、原災法の下で災害対策本部⾧に

なります。発電所の重大事故が発生したら、現場に常勤している原子力保安

検査官と原子力防災専門官がオフサイトセンターの立ち上げを行うと同時
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に関係者の参集を通知して原子力災害合同対策協議会を開催するという手

順が決まっていました。 

   この合同対策協議会は、事故に対する中心的な立場で、初期行動とか事故

状況に適切に対応するために、「協議・決定」を行うこととされていました

が、官邸がこれを妨害して合同対策協議会の体制を取らせませんでした。菅

直人氏はご自身の著書で、原災法を知らなかったと書いていますが、「知る、

知らない、」の問題ではないのです。「役目を果たしたのか、果たさなかった

のか」が問われるのです。本件事故では明らかに職務を逸脱して、原災法を

守らなかったのです。 

   地元では、「必要な情報を、必要な時に欲しいのです」今の状況とこれか

らの予測が必要なのです。住民を守る責任がありながら、守る手段の一番大

事な情報が止められていたのでは、責務を果たすことが出来ませんでした。 

   本来の情報管理では、ベントが必要な状況が判明した時点で、福島県、関

係市町村、関係地方公共機関等がそれぞれ直接広報、あるいは予め決められ

ていた公共放送機関によって、住民にベントが必要に至った経緯を説明し、

避難の伝達をすることになっていました。【本件事故で一番必要な情報は放

射能放出情報なので、「放射能が原子炉から何時頃に出しますので、
申し訳ありませんが、○○ｋｍ以上なるべく遠くに避難してくだ
さい。現在風はこの方向に吹いています、今後は〇〇の方向に吹
くと予測されますので、風下の〇〇の方向は大至急避難してくだ
さい。よろしくお願いします。」と広報するのが合同対策協議会の報道

担当者の対応でした。】 

   地元にある重大な危機を、遠くにいる者によって情報をコントロール さ

れてしまっては、⾧に課せられていた責任を果たすことが出来ません、情報

隠しは⾧に対する執行の妨害に当たります。行政は原発のために働くも
のではありません、災害対策基本法にも国民の生命、身体及び財
産の保護にあたるとされています。 

   情報の独占によってもたらされた被害は、原発事故の被害そのものです。

事故の加害者は、第一義的に東京電力が、第二義的には事故対応を独占し、

独断し、正確な情報を止めた官邸並びに原子力安全・保安院等行政側になる

と考えています。 
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第４ このとき双葉町⾧は 

１ 双葉町⾧の責務 
 

（１）町⾧としての非常時の責務 

   災害対策基本法第 5 条 ・原子力災害対策特別措置法第５条に定められ

た「住民の生命、身体及び財産」を保護すること。 

以下は、福島民友新聞記事 
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（２）町災害対策本部⾧としての業務 

  義務業務 

    未然防止対策 

    予防対策 

     条例・計画：双葉町地域防災計画 

           双葉町防災会議条例 

           双葉町災害対策本部条例 

           双葉町水防協議会条例 

消防計画 

           双葉町防災行政用無線局管理運用規定 

           原子力災害対策計画 

           双葉町津波防災計画  

     避難場所：津波・原子力災害用 

     防災施設：水防倉庫 

     組織：町消防団 

     装備：消防ポンプ車、同備品、同倉庫 

     町自主防災組織：郡山、浜野、細谷地区には組織されていた 

     危険個所の解消：施設設置、工事、修繕、避難訓練 

     

  （３）災害対策基本法下において 

    一般災害 

     大雨・洪水：前田川基準水位より１．５ｍ上昇した場合 

     地震：震度４以上が観測された場合 

     津波：津波注意報発令された場合 

     火災：火災発生した場合 

     その他の警報：台風、強風、地滑り等 

  （４）原子力災害対策特別措置法 

     法第１条、第２条、第３条、第５条、第２３条等の順守 
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（５）原子炉等規制法 

      一般公衆の被ばく限度１ミリシーベルト以下となっていた 

 

２ 原発事故の法の必須要件 

（１）大原則 

１) 法を守らなければ法に非ず：非合法となり原始社会で無原則、無組織、

無秩序状態のこと 

２) 法の下の平等：社会秩序が保たれている状態、健全を維持し継続する

ための大原則 

３) 共有の原則：社会の公平、公正を維持し、平和で幸福を追求するため

に必要な原則 

４) 法によってのみ義務が発生する：公知されて、国民が法を受認し共有

された場合においてのみ義務が発生する 

５) 法を犯した者に従う必要はない：無法者、脱法者は犯罪者で、公人・支

配者ではない 

６) 罪と罰は法を犯した者にのみ与えられる：ウソ、偽り等の犯罪で得た利

益は、返済しなければならない 

 

解 釈 

１．法を守らなければ法に非ず 

＊原発事故発生原因：隠ぺいを重ね、事故防止対策を怠ったために発生した

もの。原子力基本法を守らず、炉規法、電業法等の解釈を捻じ曲げ、情

報の操作を行い、高度の注意義務を怠り絶対安全を空理・空論にさせて、

社会を騙した結果、自然力の当然の報いを招いたものである。 

自然力の隠ぺい：中央防災会議の議論の無力化、政府地震調査研究推

進本部の⾧期評価の提言外し、土木学会原子力土木委員会による推進本

部評価の矮小化偽装、電気事業連合会の政治介入による印象操作、 
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 2. 責任 

＊役 責 

＊監理・監督責任 

＊会社法上の責任 

＊原子力損害賠償法上の責任 

＊経営責任上の責任 

＊社会通念上の責任 

 

（１）情報を止めろ 
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３ 米情報避難に生かさず 
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  ここで菅政権は内乱（国民への反乱）を起こしたことが証明された。 

 

４ 陰 謀 

東電福島原発事故研究所 

                        所⾧ 井戸川克隆 

３・１１事故の陰謀を明かす 

 

ひろしま・ながさき、東海村に続き、2011.3.11 は日本列島に透明な粉が東日

本一帯に撒かれた日である。海外では透明な粉がまかれた件数は多数だが、海外

で日本人が透明な粉に晒されたのは、マーシャル諸島共和国のビキニ環礁の核

実験で多数の漁船や調査船等が知られている。 

本書は、東日本太平洋沖地震に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所

の事故（以降、「本件事故」という。）に際して、事故の大きさを隠して想定外と

いい、被害を少なく見せようと偽装して国民を騙していることを記す。 

３・１１事故の事故隠しの主体者と内容を以下に示すことにする。 

約 束 

福島県、双葉町、大熊町と東京電力株式会社が締結していた「東京電力
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株式会社福島第一原子力発電所周辺地域の安全確報に関する協定書 「略称：

安全確保協定」の第１条２項の「２．丙は、原子力発電施設の安全性及び信

頼性のより一層の向上を図るため、原子力発電施設の設計、製作、施工、運

転及び保守の各段階にわたる品質保証活動を請負企業等を含め積極的に行

うものとする。」という約束があるので、事故をおこしてはいけないことに

なっていた。 

隠す、騙すは日本の公務員のお家芸 

  日本は、太平洋戦争の敗戦を「終戦」と呼んだことから、ウソが好きな公

務員の特徴で、東電原発事故を見ると、「隠す、騙す」ことから事故の対応が

始まった。 
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 ≪被告東電の約束≫ 
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被ばく被害隠し 
 

       本件事故の国民に対する裏切りは、被ばく被害隠しである。（以

降の写真は、ANN 放送の「隠蔽か黙殺か～封印された汚染マップ

～」より引用 
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    半径８０㎞としたのはアメリカ政府の国民への危機管理の考え方と、

日本政府は国民を犠牲にする国であることを証明している。 
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 アメリカは国民に８０ｋｍ圏内の避難指示 
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 アメリカの避難範囲を守ると、このように人々が居なくなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 153 / 504 

 

   

 

アメリカの避難範囲に比べて、極端に狭い日本の避難範囲は意図的
に矮小化された、菅直人政府原子力災害対策本部⾧による内乱の現
れである。 
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  アメリカのように８０ｋｍ以内を避難指示区域にすると、高速 
道の東北道、常磐道、磐越道と東北新幹線が遮断され、一般国道 
の４号線、６号線、１３号線及び、４９号線以西が遮断されてし 
まい、福島以北の東北地方の生活が殆どマヒしてしまうことが分 
かる。 
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 本件事故による被害の事実を偽装し、福島県以北の住民のために

流通を遮らないようにすることは、福島県民が県以北の人々の為に

被ばく被害を強制されたことになる。しかし、これには県民の同意

が必要だった、 

 
 それにしても、佐藤雄平福島県知事は、本件事故で誰を守ったの 
かの検証が必要になってくる。上図のことが分かって、県民を避難 
させなかったら、災害対策基本法違反の傷害罪となってしまう恐れ 
が強い。 
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  上図は、平成２０年度原子力総合防災訓練を福島第一原子力発電所で、３

号機が放射性物質を監視区域外に放出したという設定で行った時の、行程表。 

  本件事故と違うのは、避難と同時にベントで放射性物質を放出させたこと

の訓練ではなく、避難完了後に放射性物質を放出したという設定になってい

ることに注目していただきたい。更に、原発事故の収束は、原子力発電所か

ら放射性物質の放出が止まってからになっていたことも、本件事故とは違う。 

  本件事故後の対応が悪質なのは、事故対応そのものをウソで丸め込もう 

としていることだ。上図で分かるように、本件事故後の菅直人政府原子力災

害対策本部⾧の対応は法と避難訓練の約束を顧みない暴挙で、被害者の救

助・救済を怠った。これを原告は、菅直人政府原子力災害対策本部⾧の加害

行為とみなしている。 
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  普通の人ならば、こんな危険な任務懈怠を侵さない。しかし、菅直人政府

原子力災害対策本部⾧は平気でこんなひどいウソをついた。とても尋常な考

えを持っている人とは思えない。 

  本件事故で一番最悪だったのは、先ず、災害対策基本法と原子力災害対策

特別措置法並びに原子力災害対策マニュアルを知らないこと、第一原子力発

電所に入り、構内の配置、構造、事故歴、組織と発電所内に入った経験がな

く、原子力発電所の運転・監理に必要な資格がない、そして、現場で行う避

難訓練に参加していない菅直人政府原子力災害対策本部⾧らが、事故対応の

主導権を振り回して、対応に齟齬をきたしたことが最悪だった。 
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双葉町民（女性）の被ばく症状取材 

  この女性は、２０１１年３月１９日まで双葉町で生活をしていた。この女

性の窮状を聞いたので、原告が取材して映像を記録した。 

  血小板が一桁になるとこのように、内出血が起こり、止まらなくなり、い

くら輸血をしても回復することはない。 

  本件事故による被ばく障害が具体的に発生した最初の症例、事故前のこの

女性は美人というくらいの方だった。 

  原告が事情聴取に行ったときには、様変わりをしていて、肌がサメ肌のこ

のように体中に内出血をしていた。 

  医師に診てもらっているかと聞いたら、見てもらっているけれど原因はわ

からないと答えたと、話した。 
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  この女性は、平成２９年秋に亡くなった。 

   

 以下は、原告の具体的な症状である。症状として脱毛、内出血、鼻血が出

たほか、内面的には疲労・脱力感とめまいがした、心臓が止まりそうになる

こともあった、胃薬を飲む機会が増えた等の体調に変化が現れた。 
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５ ⾧期評価予測 

 

 ⾧期評価 

主要な活断層で発生する地震や海溝型地震を対象に、地震の規模や一定期 

間内に地震が発生する確率を予測したものを「地震発生可能性の⾧期評価」（⾧

期評価）と呼んでいます。 
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海溝型地震の⾧期評価とは・・・ 

 日本列島周辺では海のプレート（太平洋プレートとフィリピン海プレート）

が陸のプレート（北米プレートとユーラシアプレート）の下に沈み込んでいて、

プレート境界や、沈み込む海のプレートの内部では大きな地震が発生し、大き

な津波を伴うこともあります。地震調査研究推進本部地震調査委員会では、こ

れらの地震を海溝型地震と呼び、地震が発生する領域や規模、確率等について

⾧期評価としてまとめています。 

 

 地震調査委員会は、平成 12 年度から 15 年度にかけて、千島海溝、三陸沖

から房総沖にかけての日本海溝、宮城県沖、相模トラフ、南海トラフ、日向灘

及び南西諸島海溝周辺、日本海東縁部を対象に⾧期評価を行い、公表してきま

した。このうち、千島海溝については平成 15 年（2003 年）十勝沖地震の発生

を受けて評価を改訂しました。三陸沖から房総沖にかけての日本海溝について

は、宮城県沖地震の⾧期評価と統合し、また、平成 23 年（2011 年）東北地方

太平洋沖地震の発生を受けて、⾧期評価を改訂しました。（不遡及の原則に反

する） 

 

 ※ 三陸沖から房総沖にかけての地震活動の⾧期評価について  

（平成 14 年 7 月 31 日 地震調査研究推進本部 地震調査委員会）  

地震調査研究推進本部は、「地震調査研究の推進について地震に関する観測、

測量、調査及び研究の推進についての総合的かつ基本的な施策－」（平 成 11

年 4 月 23 日）を決定し、この中において、「全国を概観した地震動予測地図」

の作成を当面推進すべき地震調査研究の主要な課題とし、また「陸域の浅い地

震、あるいは、海溝型地震の発生可能性の⾧期的な確率評価を行う」とした。 

地震調査委員会では、この決定を踏まえつつ、これまでに、海域に発生する

プレート間大地震（海溝型地震）として、宮城県沖地震及び南海トラフの地震 

について⾧期評価を行い、公表した。今回、引き続き、海溝型地震である三陸

沖に発生する地震を中心にして、三陸沖から房総沖にかけての地震活動につい

て、現在までの研究成果及び関連資 料を用いて調査研究の立場から評価し、

別添のとおりとりまとめた。  
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なお、今回の評価は、現在までに得られている最新の知見を用いて最善と思 

われる手法により行ったものではあるが、データとして用いる過去地震に関す

る資料が十分にないこと等による限界があることから、評価結果である地震発 

生確率や予想される次の地震の規模の数値には誤差を含んでおり、防災対策の 

検討など評価結果の利用にあたってはこの点に十分留意する必要がある。 

（不遡及の原則に反する） 
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６ 日本学術会議報告を見れば 
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１ はじめに 東京電力福島第一原子力発電所（以下、福島第一原発という）の

事故から得られた教 訓の一つは、津波への対応のような不確実性の大きな課題

にしっかりと取り組まなければならないということである。しかし、各原子力発

電所の基本計画、設計においては、津波 への考慮がなかったわけではなく、津

波対策は原子力安全規制上の重要な立地条件の一つであった。 

すなわち、事業者は、津波が容易に敷地に到達しないように、敷地内に水の侵 

入を許さない“ドライサイト” *1 を原則として、十分な余裕をもって敷地高さを

定めてきた。  

すなわち、事業者は、新たな原子力発電所を建設するにあたり、想定津波高さ

を評価し、建設予定地の敷地高さを決定した。また、事業者は、原子力発電所の

運転開始後も技術の進歩によって新たな知見が得られてくることから、新知見

を反映して想定津波高さを見直し、原子力発電所の敷地高さが十分であるか確

認してきた。  

しかし、2011 年３月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震による津波は、

想定津波高さを大きく超え、東日本の太平洋岸一帯に甚大な被害をもたらす事

態となった（以下、東 日本大震災という）。この地域にあった５か所（東通、女

川、福島第一、福島第二、東海）の原子力発電所にもこの津波が襲い、想定津波

高さに対して十分な敷地高さとなっていたはずの原子力発電所の一つである福

島第一原発は、特に重大な被害を受け、過酷事故  （シビアアクシデント）にま

で至った。  

規制機関および事業者は、東日本大震災以前より、万一、敷地高さを超える津

波に襲われた場合、福島第一原発で起きた事態に至る可能性を予想していた。し

かし、事業者は、津波による過酷事故の発生を如何にして防ぐかという以前に、

このような津波が発生する可能性があるか否かを主な論点としていた。例えば、

2002 年に土木学会は「原子力発電所の津波評価技術」（以下、「津波評価技術」

という）[１]を定め、想定津波高さを評価する標準的な手順を整備したが、「津

波評価技術」の中へ津波波源に関する最新知見を迅速に取り込む仕組みを持っ

ていなかった。また、2006 年に原子力安全委員会（以下、原安委という）（当時）

は、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」（以下、「耐震 設計審査指針」
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という）[２]を改訂し、地震随伴事象として津波を考慮した対策を求めると共に、

「残余のリスク」の概念を解説に書き込み、想定事象を超える可能性を検討して 

リスクの低減に努めるべきであるとした。この指針の改定を受け、原子力安全・

保安院（以下、保安院という）（当時）は、事業者にバックチェックを求め、津

波に対する安全性の考慮も含めていた。しかし、このバックチェック作業は十分

に進展しなかった。 

 福島第一原発の事故については、既に政府事故調査委員会[３]、国会事故調

査委員会 [４]、民間事故調査委員会[５]、東京電力事故調査委員会[６] （以下、

４事故調という）から様々な視点より報告書が公表されている。そのほかに、各

種学会、組織が調査報告書を発出している。また、福島第一原発事故に関して原

因を解明し専門家の視点から安全性の向上を提案する論文も様々な学会誌等に

掲載されている。その後も東京電力（以下、東 1 電という）等が順次判明した

事実を公表しており、また、2014 年（平成 26 年）10 月には原子力規制委員会

が福島第一原発事故の分析の中間報告[７]を公表した。しかし、これらの事故調

査の結果および検討については未だ不明の点も多くあり、各事故調査報告書間

で も判断が異なる事項も少なくない。  

一方、日本学術会議総合工学委員会原子力安全に関する分科会（前期まで原子

力事故 対応分科会）（以下、本分科会という）は、福島第一原発事故について検

討を進め、報告 [８] [９]を公表した。これらにおいては、福島第一原発事故の

根本的原因や教訓に加え、特に原子力安全に関する研究者を含む科学者コミュ

ニティがなすべきことについて次の点などを指摘した。 

 ・特定の権威や組織の利害から独立して自ら専門的な立場で判断すべきであ

ること  

・隣接地域のコミュニティ再構築や新たな地域ヴィジョンの共有と共創のた

めに科学者ができることは何なのかを考えること  

・原子力安全に関係する学術の内容や方法の抜本的な見直しをすべきである

こと  

・特に、今回の福島第一原発事故は、地震・津波と原子力の専門家の意見の齟

齬が原因の１つであったことを踏まえ、科学者は異なる知を統合して諸課題

に対処すること、すなわち「知の統合」の実践におけるリーダーシップを発

揮すること  



 177 / 504 

 

さらに、本分科会は福島第一原発事故調査に関する小委員会を設置し、４

事故調の報告書、新たに公表された事実および関係者からのヒアリング等を

通じて、津波襲来後の事故対応の適否、シビアアクシデント対策の妥当性等、

事故の背後的要因も含めて検討を進め、記録[10] [11] [12]として残した。  

これらの検討に加えて、本報告では、学術的な立場から福島第一原発事故

以前における津波高さの検討経緯を時系列で整理し検討を進めた。すなわち、

我が国では津波評価をどのように実施してきたのか、津波の調査研究はどこ

まで進んでいたのか、東電の津波評価と対策はどのように行われていたのか、

また、過去のトラブル事例等から浸水リスクをどのように認識していたのか、

それらに対して原子力安全に関係する組織やグループの状況はどのような

ものであったのか等の観点から、事故以前の津波対応の経緯を分析・検討し

た。この検討結果を踏まえて、原子力安全に関係する４つの組織やグループ、

すなわち、事業者、規制機関、原子力安全にかかわる学術団体ならびに関係

組織、地震・津波などの自然現象の評価研究機関が、自然現象に誘起される

事故要因への対応に反映すべき論点をとりまとめた。 

なお、本報告のうち「３．我が国と東電の津波対策への取り組みに対する

考察」の一部は、2017 年 8 月 1 日に実施した公開シンポジウム「原子力発

電所の自然災害への対応－福島事故の津波対策を例として」において発表し

た内容[13]、ならびにこれを解説した原子 力学会誌 2018 年 1 月号[14]の

内容を含んでいる。また、エネルギーの将来における原子力の位置づけにつ

いては、本報告とは別に、2018 年 10 月開催の日本学術会議公開シンポジ 

ウム「原子力総合シンポジウム 2018」で議論されている。 

２ 原子力発電所の津波への対応 

  福島第一原発の津波対応では問題がどこにあったかを考察するため、こ

れまでの経緯を調査し分析した。  

(1) 東日本太平洋沿岸の原子力発電所の津波高さの検討  

原子力発電所の建設が始まった当初、事業者は原子力発電所を新設する場

合、過去の津波の実績を基に最大の津波を予想し、余裕を持った敷地高さを

設置場所の条件とした。原子力安全規制は、原子力発電所がいわゆる“ドラ

イサイト”1 と言われる立地条件に基づき、津波に対して十分に余裕のある

敷地に設置することを要求してきた。  
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原子力発電所の運用を始めた後も、事業者は、得られた新知見を基に想定

津波高さを評価し敷地高さの余裕を評価してきた。 

 表１は、東日本の太平洋沿岸に設置されている原子力発電所の中で、特に

東日本大 震災で被災した原子力発電所における設置時およびそれ以降の津

波評価とその対策の経緯をまとめている。規制機関が要求するこれまでの原

子力発電所における津波対策の基本は、想定津波高さに対して敷地高さを十

分な高さとすることであった。また、 我が国の津波対策では、想定津波高

さの基準は、基本的に過去の津波調査の結果に基づいて定めていた。2002 年

の土木学会の「津波評価技術」により、想定津波高さの評 価手法は標準的

な手順として確立し、事業者は以後引き続き新たな提案が出る度に評価の見

直しとその結果に対応した個別の策を取ってきた。2006 年に原安委（当時）

は、「耐震設計審査指針」を改訂し、地震随伴事象として津波の評価を求め、

保安院（当時）はこれを受けてバックチェックルールを策定し、残余のリス

クについても定 量的な評価を求めた。しかし、保安院（当時）のバックチ

ェックは耐震評価を優先し、津波評価は後回しになり大きく遅れる状況であ

った。このような状況下で保安院（当時）は、福島第一原発事故以降に行っ

た過酷事故対策を含む総合的な対策を検討することはなかった。 

 

 1“ドライサイト”の概念について 

 昭和 39 年の原子炉立地審査指針では、公衆の安全を確保するためには、原則として以

下の立地条件が必要であるとしていた。「大きな事故の誘因となるような事象が過去に

おいてなかったことはもちろんではあるが、将来においてもあるとは考えられないこ

と、また、災害を拡大するような事象も少ないこと」となっているが、これでは判断条

件が不明確であり、立地審査は困難であったと推察される。実際は、当時の審査では、

その当時の最新の知見、技術で将来生じ得る最大の津波を想定し、重要な施設の健全性

が確保されることを確認して、適切な立地であると判断したと考えらえる。津波に関し

ては耐震設計の一環として明確に定められたのが、2006 年の「耐震設計審査指針」で

ある。指針では津波を地震の随伴事象の一つとして定め、上記の概念を明確にした。「ま

れではあるが発生する可能性があると想定することが適切な 津波によっても、安全機

能が重大な影響を受ける恐れがないこと」とした。以上から、敷地内への水の侵入を許

さない 「ドライサイト」の概念により運営されてきたと考えられる。 
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(2) 福島第一原発における事故発生以前の津波高さの検討 

   津波災害への対応を分析する際、事業者が福島第一原発事故以前に津波

の来襲に伴うリスクをどのように捉えていたのかを知ることは重要である。

福島第一原発では、東北地方太平洋沖地震による巨大津波発生の可能性に

ついて、どの程度の知見を得ていたのかに関して、表２に東電の津波高さ

の評価と対応状況の変遷を示す。また、４事故調の報告書に記載された事

実関係ならびに関連する文献から得た事実関係を抽出し、＜参考 資料２＞

に時系列で整理した。以下に概要を示す。  

 

①  1990 年以前  

東電は、1965 年に設置許可を取得した際、過去の記録に基づく最大津波

（チリ地震津波での観測値）を対象として想定津波高さを小名浜港工事基

準面（Onahama Peil： 以下、O.P.という）+3.122m とし、福島第一原発

1 号機をチリ地震津波の観測値より十分に高い、敷地高さ O.P.+10m に建

設した。1970 年に原安委（当時）は 、「 発電用軽 水型原子炉施設に関す

る安全設計審査指針」（以下、「安全設計審査指針」という」を策定し、過

去の記録を参照して予測される自然条件のうち最も過酷と思われる自然

力に耐えることを求めた。これは、当初、地震動も津波も同様に、過去の

実績に基づき最大の経験値を評価基準としてきたためである。1981 年に

原安委（当時）は、「耐震 設計審査指針」を策定したが、津波に関する要

求事項は示さなかった。一方、一般に用いる津波評価では、1983 年に建設

省（当時）と水産庁は、津波常襲地域総合防災対策指針（案）をとりまと

め、過去記録に基づく最大津波を対象として対策を求めた。  

 

② 1991 年～2000 年  

1991 年福島第一原発 1 号機において補機冷却水系海水配管からの漏

えいにより非 常用ディーゼル発電機（Diesel Generator ：以下、DG とい

う）と機関の一部が浸水する事象が発生した 3。1993 年に資源エネルギー

庁は、北海道南西沖地震を受けて電気事業連合会に津波安全性評価を指示

し、東電は翌年最大津波 O.P.+3.5m とし、安全性が確保されていることを

示す報告書を提出した。1995 年総理府（当時）は、阪神・淡路大震災を契
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機として、我が国の地震調査研究を一元的に推進するため、地震対策特別

措置法に基づき地震調査研究推進本部（以下、地震本部という）を設置し

た。1997 年に農林水産省（以下、農水省という）は「地域防災計画にお

ける津波対策の手引き」をまとめ、信頼できる資料が数多く得られる既往

最大津波と、現在の知見に基づいて想定される最大地震により起こされる

津波の大きい方を対象とするよう求めた。東電 

 
 2 1965 年に設置許可を取得した時点では、付近で観測された津波高さをそのまま用

いていたため、小数点以下３桁の数 値となっている。ここで、O.P.は、以降、津波高さ
の議論での平常時の基準の水面を示し、福島の原子力発電所では小名 浜港工事用基準面
とし、これは東京湾平均海面（Tokyo Peil ：以下、T.P.という）より下方 0.727ｍを示して
いる。 3 福島第一原発１号機の海水系配管からの漏えいに伴う原子炉手動停止について 
福島第一原発１号機は定格出力運転中のところ、1991 年 10 月 30 日 17 時 55 分頃パト
ロール中の運転員が湧水（補機冷 却水海水管からの漏えい）を発見し、同日 18 時 30 分
に原子炉を手動停止した。点検の結果、１－２号機共通 DG 電機  （２号機空冷 DG が設
置される前は１号機 DG の１つが２号機と共用されていた）および機関の一部に浸水が
確認され た。  
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は翌年これを受けた評価結果として最高水位は O.P.+4.7～4.8m で安

全上問題がないとした。1999 年に国土庁（当時）と日本気象協会は津波

浸水予測図 4 を作成し、津波対策強化の手引きを制定して自治体における

津波浸水想定の作成に供した。同年フランス・ルブレイエ原子力発電所で

大雨による河川氾濫で溢水事象が発生し 5、１、２号 機の地下が浸水し、

非常用炉心冷却装置（Emergency Core Cooling System ：ECCS）や電気系

統が機能喪失した。2000 年東電は通商産業省（以下、通産省という）（当

時）の指示を受けて評価した結果、津波高さを２倍とした場合海水ポンプ

が停止すると報告した。同年、地震本部は宮城県沖地震の⾧期評価で、地

震が連動した場合、マグニ チュード 8.0 程度との評価結果を公表した。 

 

③ 2001 年～2006 年  

2001 年地震本部は、南海トラフの地震の⾧期評価で、南海地震と東南

海地震が連動した場合、マグニチュード 8.5 前後との評価結果を公表した。

2002年地震本部は、三陸沖から房総沖にかけての地震活動の⾧期評価で、

三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの「津波地震」（明治三陸津波タイプ）6

でマグニチュード 8.2 前後と評価し、三陸沖北部から房総沖海溝寄りで、

どこでも発生する可能性を指摘したが、過去に同様の地震・津波が発生し

た記録の無い地点の評価をするための波源情報のモデル化についての知

見がなかった。原子力発電所の津波評価においては、1990 年代から津波伝

播解析の研究が進められ、2002 年に土木学会原子力土木委員会津波評価

部会は「津波評価技術」を作成し、解析による津波評価技術を標準化した。

「津波評価技術」は既往津波にとどまらず、発生が予想される津波につい

ては想定津波として耐津波設計に取り入れるものとされていた。しかしな

がら、「津波評価技術」の参考資料として載っている太平洋側の津波波源の

具体的な図の中には、福島県沖日本海溝沿いの津波波源はなかった。これ

を受け東電は、想定津波高さを O.P.+5.7m に変更し、ポンプ嵩上げや浸水

防止対策等を実施した。2003 年に中央防災会議は東北・北海道地方におけ

る大規模海溝  

 
4 国土庁（当時）と日本気象協会が作成した津波浸水予測図について 国土庁（当時）と
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日本気象協会は、各自治体が津波浸水予測図を作成できるよう「地域防災計画における
津波対策強化の手引き」と「津波災害予測マニュアル」の策定を進め、2000 年３月に正
式に発表している。1999 年国土庁（当時）と日本気象協会は「津波災害予測マニュアル」
策定時に津波浸水予測図を作成した。この予測図を福島第一原発事故後に拡大して敷地
内配置を重ねると福島第一原発１～４号機が浸水レベルにあったことが指摘されている。
一方、各自治体では、 2000 年以降、「津波災害予測マニュアル」に従い津波浸水予測図
の整備を進め、2007 年に福島県と茨城県が作成した津波浸水予測ではそれぞれ、O.P.+
５m 程度（福島県）、O.P.+4.7m （茨城県）で福島第一原発１～４号機は浸水レベルでは 
ないと予測している。1999 年に国土庁（当時）と日本気象協会が作成した津波浸水予測
図は、自治体向けにどのようなものを作成するかをわかりやすく解説するためのガイダ
ンスとして単に計算事例を示したものと考えられ、各自治体においては、津波災害予測マ
ニュアルに従い、防災対策を所管する地域において最大となる津波高さを評価している。 
5 フランス・ルブレイエ発電所周辺の豪雨による河川氾濫事象について 1999 年 12 月 27
日から 28 日にかけてルブルイエ発電所（加圧水型軽水炉 900MWe、Pressuraized Water 
Reactor ：以下、PWR という）の近くで暴風雨が発生、付近を流れるジロンド川河口水位
が上昇し、原子炉が停止した。その際、１、２号機の地下に浸水して、電源系統と工学的
安全設備の一部が機能喪失した。浸水は、扉や開口部を通じて拡大、電気室、海水ポンプ
室、周辺建屋、燃料建屋の地下レベルで発生し、低圧注水系と格納容器スプレイ系の両系
列、電気系統などが機能を喪失。原子炉を蒸気発生器で冷却し、12 月 29 日に侵入水を排
出した。 6 「津波地震」（明治三陸津波タイプ）について 東北地方太平洋岸に高さの高い
津波をもたらす地震を「津波地震」として識別したのが金森博雄 （東大地震研）であった。
その代表的なものとして「明治三陸地震」がある。＜参考資料 3＞を参照のこと。 

 

 型地震対策の検討を開始し、2006 年に「日本海溝・千島海溝周辺海溝

型地震専門調査会報告」を取りまとめたが、以前から大規模なプレート境

界型津波として注目されつつあった貞観津波は反映されず、地震本部が 

2002 年に三陸沖から房総沖にかけての地震活動の⾧期評価で示した「明

治三陸沖地震と同様の地震が、三陸沖北部海溝寄りから房総沖海溝寄りに

かけてどこでも発生すると考えた」見解については取り入れらなかった。

その間海外では、2004 年スマトラ沖地震の大津波により、インド・マド 

ラス原子力発電所で海水ポンプ室が浸水して原子炉が停止した 7。2006 年、

保安院（当時）と原子力安全基盤機構（Japan Nuclear Energy Safety 

Organization ：以下、JNES という） （当時）は、溢水勉強会を設置し、代

表プラントを選定して敷地高さ+１m の水位となった場合の影響を検討

した際に、東電より、浸水により電源設備が機能喪失するとの報告を受け、

保安院（当時）と JNES （当時）は第 53 回安全情報検討会で敷地レベル+

１m を仮定した場合は浸水の可能性を否定できないことを確認した。同
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年、 原安委（当時）は 28 年ぶりに改定した「耐震設計審査指針」におい

て地震随伴事象として津波によって安全機能が重大な影響を受ける恐れ

がないことを要求した。原安委  （当時）は、この津波を施設の供用期間中

に極めてまれであるが発生する可能性があると想定することが適切な津

波と定義したが、地震動のような具体的な記述はなかった。これを受け保

安院（当時）はバックチェックルールを策定し、新基準に対する適応の再

評価を求めたが、「耐震設計審査指針」の解説[２]に記載の残余のリスクの

扱いは明確ではなかった。 

 

 ④ 2007 年以降  

2007 年に電気事業連合会は、保安院（当時）へ福島第一原発に対して

海水ポンプ水密化や建屋への対応策を取る方針を伝えた。同年、JNES （当

時）は保安院（当時）の委託を受け、「安全情報に関する分析・評価報告書

＝前兆事象の適用＝」8 [15]で、フ ランス・ルブレイエ原子力発電所で発

生した外部溢水事象の事例を前兆事象として適用した結果、沸騰水型軽水

炉（Boiling Water Reactor:以下、BWR という）に適用し 

 
 7 インド・マドラス原子力発電所の海水ポンプ室浸水事象について 2004 年 12 月 26

日スマトラ沖地震（マグニチュード 9.1)が発生し、インド南部カルパッカムのマドラス
原子力発電所  （加圧水型重水炉２基）が津波被害を受け、運転中の２号機（１号機は停
止中）は海水ポンプが停止したため、タービンを手動停止し、その結果原子炉が自動停止
した。原子炉建屋など安全設備が収納された建物に影響は無く、原子炉は安全 に停止さ
れた。国際原子力機関（International Atomic Energy Agency ：以下、IAEA という）は国
際原子力事故事象評 価尺度（International Nuclear Event Scale：以下、INES という）
を０（尺度以下）と評価した。 8JNES （当時）「安全情報に関する分析・評価報告書＝前
兆事象の適用＝」について 2007 年に JNES（当時）は、「安全情報に関する分析・評価
報告書＝前兆事象の適用＝」の中で、国内 PWR および BWR プラントの前兆事象とし
て、ルブレイエ原子力発電所の事例を含む 16 件の事象を解析した。JNES （当時）の前兆 
事象評価は、評価対象プラントの通常運転時の確率論的リスク評価（Probabilistic Risk 
Assessment：PRA）結果を用いて、ある事故故障事例が発生した場合の条件付炉心損傷
確率を算出する方法で、事故故障事例で発生した内容を吟味し、 機能喪失範囲を設定し
て解析する。その結果、16 件の前兆事象評価中、ルブレイエ原子力発電所の溢水事象（地
下が浸水し、外部電源は８～24 時間で回復すると仮定）のみ条件付炉心損傷確率が高い
と評価された。得られた条件付炉心損 傷確率は、沸騰水型軽水炉では、BWR3 で 1.5×10-
3、BWR4 で 3.5×10-2、BWR5 で 2.4×10-2、改良型沸騰水型軽水炉  （Advanced Boiling 
Water Reactor：ABWR）で 5.0×10-3、PWR では、ドライ型３ループ PWR で 7.8×10-
5 となり、 他の 15 件の事象は 1.0×10-8 未満であった。結論として、安全上重要である
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と判断されたものは、ルブレイエ原子力発電所の河川氾濫事象１件のみで、その対策とし
て水密扉等の浸水防止対策が有効であると報告された。 

 

 た評価では、炉心損傷のリスクが非常に高いことを公表した。同年、福

島県および茨城県は、国土庁（当時）と日本気象協会が策定した津波対策

強化の手引き（マニュア ル）に基づき津波浸水予測図 9 を作成した。その

中には東海第二発電所および福島第 一原発周辺の津波高さの予測情報も

含んでおり、東電は福島県（O.P.+５m 程度）および茨城県（O.P.+4.7m）

の津波高さで安全性が確保されているとした。同年、土木学会は、津波評

価手法の高度化研究成果として、津波水位の確率論的評価手法について論 

文[16]を発表し、今後も研究を継続するとした。同年、日本原子力技術協

会（Japan Nuclear Technology Institute ：以下、JANTI という）（当時）は、

2005 年８月のハリケーンカトリーナが米国南東部を襲った際に対応した

ウォーターフォード原発の訪問調査結果を踏まえ、原子力施設における風

水害対策の考え方[17]を公表し、最新の知見に基づき想定される風水害に

対して原子力発電所の備えに不足が無いこと、および、津波を含む想定を

超える事態への対応を考慮することを技術コラムに掲載した。 2008 年に

東電は、2002 年の地震本部の見解に基づき、明治三陸沖地震の波源モデル

を用いて、福島沖で津波地震が発生した場合の津波高さを試算し、福島第

一原発の原子炉施設の前面岸壁ではほぼ敷地の高さであったが、敷地南部

では敷地の高さを超える遡上波高 O.P.+15.7m10 を算出した。東電社内に

おいて、対策を実施する場合は防波堤 

 
 9 自治体が作成した津波浸水予測図に基づく各発電所の対応について 茨城県と福島

県が作成した津波浸水予測図と東海第二原子力発電所と福島第一原発の想定津波高さに
ついての関係を考察する。自治体は「津波災害予測マニュアル」、原子力発電所は土木学
会が策定した「津波評価技術」を用いて津波高さを計算している。それぞれの基本的な評
価手順は同一と考えられ、対象とする範囲（自治体は当該県の海岸線、原発は当該 敷地）
において我が国の津波評価の考え方に基づき最大となる津波高さを予測している。自治
体は、自治体が所管する沿岸地域の中で最大値を求め、原子力発電所は立地点での最大
値を評価することから、自治体の予測は原発立地点が必ずしも最大とはならないため、
既往波源を対象としたパラメータの感度解析を行った場合、狭い範囲を対象として最大
津波高さを予測した方がより大きな値を算出すると考えられる。 2007 年に福島県と茨
城県が作成した津波浸水予測では、福島第一原発の津波高さは O.P.+５m 程度（福島県）、 
O.P.+4.7m （茨城県）、東海第二原子力発電所の津波高さは T.P.+5.72m （茨城県）であっ
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た。一方、当時のそれぞれの原子力発電所の想定津波高さは、福島第一原発で O.P.+5.7m、
東海第二原子力発電所で T.P.+4.86m としていた。福島第一 原発の想定津波高さは福島
県や茨城県の津波高さの予測より大きな値であったが、東海第二原子力発電所の想定津
波高さは茨城県の津波高さの予測を下回った。このため、東海第二原子力発電所は、茨城
県の知見を踏まえて想定津波高さの計算をやり直し、T.P.+6.1m に変更して対策工事を実
施したものと考えられる。これは、不確実さを考慮した対応が取られたといえる。T.P.は、
東京湾での平均海面、すなわち基準水面を指す。これは、日本の地図の原点の標高０m で
ある。 10 東電が試算した敷地南部での津波高 OP+15.7m について 国会事故調報告書で
は、「東電が 2008 年５月ごろに計算した結果によると、この⾧期評価の予測する津波地
震は、福島第一原発の敷地に O.P.+15.7m の津波をもたらし、４号機原子炉建屋周辺は
2.6m の高さで浸水すると予想された。（中略）東電は、2008 年２月ごろに有識者に意見
を求めたところ、「福島県沖海溝沿いで大地震が発生することは否定できないので、波源
として考慮すべきであると考える」との意見が出されたことを受け、遅くとも 2008 年 5
月下旬から 6 月上旬ごろまでに、地震本部の⾧期評価に基づき、福島第一原発 2 号機付
近で O.P.+9.3m、福島第一原発 5 号機付近で O.P.+10.2m、敷地南部で O.P.+15.7m と
いった想定波高の数値を得た。」と記載されている。 政府事故調報告書では、「推本（報
告書の中で地震本部の略称として使用されている）の⾧期評価の中で、福島県沖でも津波
地震の発生を否定できないという見解が出されたことを受けて、2008 年５月から６月に
かけて、明治三陸地震クラスの地震が福島県沖で発生したという想定で津波の波高を計
算したところ、福島第一原発の敷地内で 9.3～15.7m という 極めて高い数値を得た。」と
記載されている。 東電事故調報告書では、「福島県沖の海溝沿いの津波評価をするため
に必要な波源モデルが定まっておらず、地震本部で示される地震規模（マグニチュード
8.2）とも合致しないが、福島サイトに最も厳しくなる明治三陸沖地震（マグニ チュード
8.3）の波源モデルを福島県沖の海溝沿いに持ってきた場合の津波水位を試算した。試し
計算の結果からは、福島第一原発取水口前面で、津波水位は最大 O.P.+8.4m～10.2m、１
～４号機側の主要建屋敷地南側の浸水高は最大で 15.7m の津波の高さが得られた。」と
記載されている。 以上より、試算結果は、防潮堤のある１～６号機正面では津波高さは
敷地高さを超えず、防潮堤の無い４号機南側を遡上して、最大浸水高が O.P.+15.7m とな
り、４号機原子炉建屋周辺では O.P+12.6m であったことが伺える（図１左参照）。 一方、
東北地方太平洋沖地震で福島第一原発を襲った津波は、東電が発表した「福島第一原子
力発電所および福島第二原 9  

 

対策が数百億円、工期４年と報告されている。同年、東電は産業技術総

合研究所の佐竹氏から提供を受けた論文に示された貞観地震津波タイプ

の波源モデルを使用し、福島第一および第二原子力発電所取水口前面で 

O.P.+8.9～9.2m 程度の津波高さを算出した 11。2009 年４月地震本部は、

「新たな地震調査研究の推進について－地震に関する、測量、調査および

研究推進の総合的かつ基本的な施策－」をまとめ、６月から「三陸沖から

房総沖にかけての地震活動の⾧期評価について」の改訂作業を開始した。

この間、三陸沖北部海溝寄りから房総沖海溝寄りで、どこでも発生する可
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能性があるとした以前の指摘についての津波評価手法の確立に向けた動

きはなかった[18] [19]。 2009 年に東電は、耐震バックチェックの地震随

伴事象として土木学会「津波評価技術」 に基づき再評価を実施して想定津

波高さを O.P.+6.1m に更新し、５号機および６号機の非常用海水ポンプ

の一部に対策を実施した。同年、東電は土木学会に対して、地震本部の見

解に基づく具体的な波源モデルの策定について審議を依頼した。土木学会

は、 これを受け 2012 年（平成 24 年）10 月を目途に結論を出す予定とし

た。2009 年、保安院（当時）は、耐震バックチェックの合同ワーキング会

合において、中間報告書に貞観地震津波に触れていないことを質問され、

中間報告書は地震評価を対象としており、津波評価は最終報告書で扱うと

し、合同ワーキング会合は福島第一原発５号機を代表プラントとする東電

の耐震バックチェックの中間報告を妥当とした。同年、保安院（当時）は

東電から貞観津波相当津波の試算結果として O.P.+9.2m の報告を受けた

が、担 

 
子力発電所における 2011 年東北地方太平洋沖地震により発生した津波の調査結果に

係る報告（その２）【概要版】2011 年７月８日」によれば、福島第一原発１～４号機を正
面から襲い４～５m 水没（O.P.+15m 前後）させ、敷地南部では６m 以上（O.P.+16～
17m）水没させた。発電所構内における遡上高は O.P.+18m とされている（図１右参照）。  
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11 東電が実施した貞観津波論文の試算について東電は、地震本部の見解に基づく試算

と貞観津波論文の試算を同じ年（2008 年）に実施している。貞観津波論文の試算では、
佐竹らの投稿予定の論文に示された波源モデルを使用して試算した結果、福島第一およ
び第二原子力発電所取水口前面で、O.P.+8.9～9.2m 程度の津波高さを算出、敷地高さま
で至らなかったが、海水ポンプの浸水対策が必要であった。  

 

当官は切迫性を感じず担当官限りの対応とした。2010 年に保安院（当

時）は、東電より貞観津波堆積物は福島第一原発北方 10km で発見された

が、南方では発見されなかったと報告を受けた。同年、東電は福島地点津

波対策ワーキングを設置し、地震本部の見解を踏まえた試算結果に対する

防波堤や機器の嵩上げや建屋の水密化など対策の検討を開始した。2011 年

に、東電は、福島県北部で４m 程度まで堆積物を確認したが、南部では確

認できなかったと発表する一方、保安院（当時）へは津波対策工事の検討

状況を報告した。 

３ 我が国と東電の津波対策への取り組みに対する考察 

    本分科会・小委員会は、福島第一原発事故以前の東電の対応から教訓を

抽出すること を目的として、東電は東北地方太平洋沖地震による巨大津

波発生の可能性についてどの程 度知見を得ていたのか、対応策は適切で

あったのかについて検討した。考察にあたっては、図２の検討の進め方に

従い、以下の５つの視点から整理した。 

１）我が国の防災機関等の津波評価の考え方  

２）我が国の地震・津波調査機関の研究状況  

３）東電の津波評価の経緯に対する考察  

４）東電の津波対策の経緯に対する考察  

５）原子力発電所の洪水（溢水）リスクに対する認識  
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(1) 我が国の防災機関等の津波評価の考え方  

我が国の原子力発電所は、将来想定される津波に対して十分に高い敷 

地高さに設置すべきであることが事業者に求められている。事業者は、想

定される津波の評価に用いるデータや手法について、常に最新の知見を基

に津波高さを評価してきた。1970 年 原安委（当時）は、「安全設計審査指

針」を策定し、過去の記録を参照し最も過酷と思われる自然力に耐えるこ

とを要求した。1983 年に建設省（当時）と水産庁は津波常襲 地域総合防

災対策指針をとりまとめ、過去の記録に基づく最大津波を対象として対策

を求めた。1997 年に農水省は、地域防災計画における津波対策の手引きの

中で信頼できる資料の数多く得られる既往最大津波と現在の知見に基づ

いて想定される最大地震により起こされる津波の大きい方を対象とする

ことを求めた。1999 年に国土庁（当時）と気象協会は津波対策強化の手引

きを作成し、翌年、津波災害予測マニュアルに 基づき、自治体に津波浸水

予測図作成を促した。2002 年に土木学会は「津波評価技術」を取りまとめ

た。2006 年に中央防災会議は、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型
地震に関する専門委員会報告」をとりまとめたが、地震本部の
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見解および貞観津波は反映されなかった。その後、2007 年に福島

県と茨城県は、津波浸水予測図を作成した。  

以上の経緯を踏まえ、本分科会・小委員会は、以下の通り考察する。  

1999 年に国土庁（当時）と気象協会がマニュアルを作成し、その後 

2002 年に土木学会が「津波評価技術」を作成していた。両者ともに、2 

(2)で述べたとおり、東電が「津波評価技術」を用いて 2002 年に計算した

津波高さと国土庁（当時）と日本気象協会のマニュアルに基づき 2007 年

に自治体が作成した津波浸水予測図の津波高さに大きな差異はなく、両者

の手法に本質的な違いはなかったものと考えられる。当時は、既往の津波

波源の妥当性を確認するだけで、過去に発生した経験がなく既往の痕跡高

記録の知見が十分に存在しない地点においては、耐津波設計に取り入れる

手法は明確にされていなかった。 ただし、上記に関しては、2002 年に土

木学会が作成した「津波評価技術」では、既往津波を用いて計算手法の妥

当性確認を行った後、その妥当性確認された計算手法を用いて想定津波を

計算し、対象とする原子力発電所に対して最も波高が高くなる計算結果を

用いて耐津波設計をするとされていた。すなわち、「津波評価技術」では、

想定津波については既往津波だけでなく、プレート境界付近、日本海東縁

部および海域活断層に想定される地震に伴う津波も考慮するとされてい

た。なお、福島県沖日本海溝沿い津波は、最新知見として耐津波設計に取

り入れられるべき想定津波であった。  

 

(2) 我が国の地震・津波調査研究機関の活動  

1995 年に総理府（当時）は地震本部を設置した。2002 年に地震本部は、

三陸沖北部 海溝寄りから房総沖海溝寄りで、どこでも明治三陸沖津波と

同様の津波が発生する可 能性を指摘したが、過去に同様の地震・津波が

発生した記録の無い地点の評価をするための波源情報のモデル化につい

て知見が提供されなかった。2009 年に地震本部は新総合施策を発表し、三

陸沖から房総沖にかけての地震活動の⾧期評価見直しを開始したが、指摘

した可能性について津波評価手法の確立に向けた動きはなかった。2007年

に土木学会は、津波水位の確率論的評価手法について論文を発表した。

2009 年に土木学会は、東電から地震本部の見解に基づく具体的な波源モ
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デルの策定を依頼され、 2012 年 10 月を目途に結論を出す予定であった。    

以上の経緯を踏まえ、本分科会・小委員会は、以下の通り考察する。 我

が国の地震・津波に関する調査研究は、阪神淡路大震災を契機に地震本部

に一元化されていた。地震本部は、海溝型地震に関して⾧期評価し、地震

の大きさと発生確率を予測する中で、三陸沖から房総沖の海溝寄りのプレ

ートで発生する大地震、海溝型プレート境界地震（津波地震）では、実際

に発生した 2011 年 3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震のマグニチュード

9.0 に対してマグニチュード 8.2 前後と評価していた。これまでの津波評

価では、連動が考慮されたことはなかったが、連動が考慮されていれば、

津波の発生予測は現実に近づいた可能性があった。また、地震本部は、「三

陸沖北部海溝寄りから房総沖海溝寄りで、どこでも発生する可能性がある」

としていたことに対し、波源断層を特性化した予測手法[21]の開発に早期

に着手すべきであった。土木学会は、2009 年に東電から波源モデルのレビ

ューを依頼された際に、開発中の確率論的津波評価手法の標準化[22]とは

別に依頼への対応を急ぐべきであった。 

 

(3) 東電の津波評価の経緯に対する考察  

東電は、1965 年 O.P.+3.122m を用いて設置許可を取得した。その後、

津波評価技術の進展と我が国の津波評価の考え方に従い、想定津波高さを

見直している。具体的には、1994 年の北海道南西沖地震を踏まえた見直

し、1998 年の太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査に基づく見直し、

2002 年の土木学会「津波評価技術」に基づく見直し、2009 年の耐震バッ

クチェック随伴事象として再評価に伴う見直しを実施すると共に、その間、

福島県と茨城県の防災上の津波計算結果を入手し、現状の想定津波高さ 

を上回らないことを確認していた。一方、東電は仮定に基づく検討も実施

しており、 1997 年に通産省（当時）より解析値の２倍の津波高さとなっ

た場合の評価を求められ、２倍を仮定すると海水ポンプが停止すると 2000

年に報告した。2006 年に JNES （当時）が主催した溢水勉強会で、東電

は、福島第一原発５号機敷地高さ+１m の水位を仮定した場合、電源設備

が水没すると報告した。さらに、東電は 2008 年に地震本部の見解を踏ま

えた試算、ならびに貞観津波を試算していた。東電は 2009 年には貞観津 
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波堆積物調査の必要性を認識し、福島県沿岸部の堆積物調査を実施してい

た。  

以上の経緯を踏まえ、本分科会・小委員会は、以下の通り考察する。 こ

れまでの経緯に示されるように、東電は、土木学会の津波評価の手順に従

い津波 高さを計算し、規制機関からの要求に従いプラントへの影響を評

価して報告していた。さらに、東電は、地震本部の見解や貞観津波の投稿

予定の論文を踏まえ、独自に津波高さを試算し、津波堆積物調査を実施し

て成果を国際学会に報告していた。しかしながら、東電は、「明治三陸沖津

波と同様の津波は、三陸沖北部海溝寄りから房総沖 海溝寄りで、どこでも

発生する可能性がある」との見解を基に、明治三陸沖津波を福島県沖に置

き換えて津波伝播を解析し、敷地高さを超える*10 結果を得たにもかかわ

らず、土木学会への検討依頼やそれに基づく対策の検討にとどまっており、

(5)において 後述する溢水リスクを認識していた点と合わせ、安全に対す

る深層防護の考え方に沿った対策を怠っていた。 

  

（4）東電の津波対策の経緯に対する考察  

東電は、1965 年福島第一原発 1 号機を敷地高さ O.P.+10m に建設した。

その後、想定津波高さの評価結果に基づき、対策要否を判断して必要な対

策を実施していた。具体的には、1994 年と 1998 年の見直しの際は、何れ

も対策不要と判断した。2002 年の見直しでは、ポンプ嵩上げや浸水防止対

策等を実施し、2009 年の見直しでは、５号機および６号機の非常用海水ポ

ンプの一部に対策を実施した。2007 年福島県と茨城県の防災上の津波計

算結果では、対策が不要であると判断した。2010 年には福島地点津波対 

策ワーキングを設置し、地震本部の見解および貞観津波の試算結果を踏ま

え、対策の検討を開始していた。  

以上の経緯を踏まえ、本分科会・小委員会は、以下の通り考察する。 こ

れまでの経緯に示されるように、東電は、土木学会の津波評価の手順に従

い評価し必要な対策を実施すると共に、自治体が評価した防災上の津波計

算結果を把握し対策が不要であると判断していた。加えて、東電は、地震

本部の見解に基づく解析を実施し、波源情報の重要性から、得られた結果

についての妥当性の検討を土木学会に依頼すると共に、浸水防止対策を検
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討していたが、実際に対策するまで至らなかった。 東電は、深層防護の考

え方に従い速やかに実施可能な対応をすべきであった。 

 

（５）原子力発電所の洪水（溢水）リスクに対する認識  

福島第一原発事故以前に経験した洪水（溢水）事象には次のようなもの

がある。まず、1991 年に福島第一原発１号機で、配管漏洩により１、２号

共通 DG および機関の一部が浸水した。1999 年にフランス・ルブレイエ

原子力発電所で大雨による河川氾濫で溢水事象が発生した。2004 年にイ

ンド・マドラス原子力発電所でスマトラ沖地震の大津波により海水ポンプ

室が浸水した。このような事例を踏まえ、2006 年に保安院（当時）と JNES

（当時）は、溢水勉強会および安全情報検討会で、敷地高さ+１m の水位

を仮定した場合、浸水の可能性を否定できないことを確認していた。2007

年に JNES （当時）は、ルブレイエ原子力発電所の事例を BWR プラントに

適用した結果、リスクが非常に高いことを公表した。  

以上の経緯を踏まえ、本分科会・小委員会は、以下の通り考察する。  

東電は、福島第一原発１号機で溢水事象を経験し、JNES （当
時）溢水勉強会において津波が敷地高さを超えた場合は電源が
喪失して極めて深刻な事態となる可能性があることを把握して
いた。保安院（当時）は、津波が敷地高さを超えた場合は深刻な事態とな

ることを把握すると共に、JNES （当時）よりルブレイエ原子力発電所の溢

水事象を BWR プラントに適用した結果、同様の溢水事象の発生を仮定す

るとリスクが非常に高くなると報告を受けていた。これらを踏まえ
れば、保安院（当時）と東電は、溢水事象の発生を仮定
すると、事故に至るリスクの大きさを認識していたと認
められる。しかしながら、我が国では、当時は敷地高さを超える津波が

なければ、対策は不要（ドライサイト）という考えが中心であり、対策が

取られることはなかった。これらの事実関係から、保安院（当
時）と東電は、津波に限らず何等かの原因で洪水（溢水）
が発生した場合のリスクの大きさを認識していながら、
津波が敷地高さを超えた場合の建屋への浸水防止対策
や建屋内に浸水した場合の対応を取ることはなかった 。 
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４ 我が国の津波への対応の総括  

第３章で示した我が国と東電の津波対策の取り組みの要約と、その考察を 

踏まえての教訓と課題を以下に示す。  

 

(1) 原子力発電所の設置時の考え方  

東電の福島第一原発の着工は 1966 年である。この地域の地盤の高さが 

15m 以上あったが、発電所の設置高さが 10m と決められたのは当時の津波

想定値が約３m であったこと、またポンプの吸い込み水頭の限界が 10m で

あることなどを考慮すると、建設時の判断としては妥当なものであったと推

察される。1979 年、東北電力では女川原子力発電所の建設に着工した。こ

こでは、東北電力の経営判断で設置高さを 15m にする選択が

なされた。我が国では、原子力発電所の建設が始まった当初、敷地高さを決

めるにあたっては、敷地内に水の侵入を許さない“ドライサイト”を原則とし

て、過去の津波の実績調査を基に最大の津波を想定し、余裕を持たせて敷地

高さを決めてきた。  

 

(2) 津波評価法  

福島第一原発の着工当時の我が国の津波評価は、解析による予測評価への 

信頼性はまだ確立されておらず、信頼できる歴史資料や津波遡上調査や得ら

れる過去の津波に基づく予測方法が定着していた。2002 年に土木学会が「津

波評価技術」を制定し、津波評価法が整備された。 

 津波に関してはその脅威に警鐘を鳴らしたものもあった。中央防災会議

では、貞観地震で極めて大きな津波が発生したことや、地震本部の見解に基

づき明治三陸沖地震 津波を東北地方の一部だけではなく日本海溝沿いに南

の福島、茨城までにも適用すべきとの議論があった。それは、事故後、我が

国で改めて注目されることとなった。東北地方太平洋沖地震は、貞
観モデル地震と明治三陸モデル地震を重ねた規模の地震
として発生したことは、後の多くの研究者による解析評
価で示されている。  

なお、事故発生以前の段階では、2006 年の金森らの論文［20］に指摘さ
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れる警告を捉えることもなかった。また、可能性の指摘はできるものの地震

波源の知見が不十分 ということで、中央防災会議を始めとする防災関係機

関において、地震本部の見解は採用されなかった。2011 年に発生した東北

地方太平洋沖地震による津波により、我が国におけるこの分野の研究は大い

に加速された。また、多くの津波伝播解析が実施され、津波波源の設定･解

析は著しく進歩した。（＜参考資料３＞参照） 

 

(3) 最新の知見に対応して 

 東電は、地震本部の見解を踏まえ津波を試算し大きな津波高さの可能性が

あることの結果を得たが、この試算の妥当性の検討を土木学会に依頼した。   

安全に対して極めて厳しい結果を伴う知見には、規制基準の変更とともに、

その対応には少なからぬ時間と資金の投入が必要となる。リスク評価により

対応策の採否の判断を行う方法もあるが、新知見への明確な考え方による適

切な対応が取られるよう にする必要がある。 

 

(4) 東電の事前の評価  

事故以前の福島第一原発での津波評価においては、東電独自の試算は、2011

年に発生した東北地方太平洋沖地震による津波と同じ系統の地震による津波

であった。東電は、評価法の妥当性について土木学会の見解を得て、対策を準

備し、2011 年３月津波 発生の直前に規制機関に報告したが、対策は間に合わ

なかった。  

 

(5) 地方自治体の評価とその対策 

 茨城県は、国の津波浸水予測図作成の指示に従い、「津波評価技術」と

同様の手法である津波災害予測マニュアルを用いて日本原子力発電㈱の津波

予測を上回る結果を得たため、事業者に東海第二発電所への対応を求めた。こ

の要求に応えて、事業者は安全上重要な施設の防水壁工事に着手し事故を未

然に防ぐことができた。事業者の対応は、規制基準で要求された評価手法に基

づくものであり、この迅速な経営判断は適切なものであったと評価される。一

方、同じ時期に福島県も国の指示に従い福島第一原発を含
む沿岸地域の津波高さを評価したが、東電は福島第一原発
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の想定津波高さより低い値であったことを確認している。  

 

(6) 基準津波と残余のリスク  

予測の難しいハザードに対して、事業者は自らその設計基準を超える事態

への対応を明確にしておかなければならない。我が国では、「耐震設計審査指

針」の改訂により、基準を超える地震への対応は「残余のリスク」として評価

する仕組みができており、確率論的に地震動を評価する研究は進んでいた。し

かし、津波については、「極めてまれ」の定義が無く、海底部での地震の発生

と共に起きる津波に関しては規模と発生の確率に関して確率論的な研究は未

成熟であった。その結果、保安院（当時）の耐震バックチェックでは耐震評価

を優先し、津波評価は後回しとされた。 日本地震工学会は、2015 年３月に地

震・津波安全の総合技術体系を目指し、「原子力 安全のための耐津波工学」

[23]を刊行した。本書では、リスク論に基づく地震・津波 防御の体系を示し

ている。 

本分科会・小委員会は、津波の予測についても、地震と同様にリスク評価を

導入 し、発生のモデル化を含めて積極的に予測すると共に、その精度の向上

に向けた研究を進めることが望ましいと考える。津波のような不確かさの大き

な事象には、積極的にリスク情報を活用することが必要であり、地震・津波な

どの自然現象の評価研究機関は、発生のモデル化を含めて積極的に予測すると

共にその精度向上に向けた研究を進めることが望まれる。 

 

（７）深層防護としての対応  

事故発生当時は、原子力に関係する組織全体として、深層防護への意識の不

足が著しく[24]、安全に対する慢心と想像力の欠如によって、発生頻度が極め

て小さな事象の事故への進展に関しての研究や投資の意欲が減退していた。 

津波は、地震以上に発生確率は小さいが、万一発生した場合には大きな被害を

もたらす可能性のあるハザードである。我が国のこれまでの津波対策はドライ

サイトを原則とし、堰の積み上げ、機器の嵩上げ、水密化を考えればよかった

が、それだけでは不確実さの大きな津波現象に対して十分な対応は取れない。

中央防災会議においても、専門調査会報告[25]において、従来の津波想定手法

の限界を指摘し、自然現象は大きな不確実性を伴い想定には一定の限界がある
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ことを踏まえ、被害抑止策重視から被害軽減策重視へ防災対策全体の再構築を

求めている。事業者は、「深層防護」の考え方を適用して、想定を超える事態

の発生にも十分に対応できるようにしておくことが 必要である。 

 

（８）得られた教訓と課題  

 
12 深層防護への意識の不足や低下について 我が国の深層防護への関心度を原子力安全白書
の記述で振り返ってみると、表３に示すように全体が 3 期に分けられ、 第 1 期（1961～1994
年）は深層防護の第 3 層までの記述があったが、第 2 期（1995～2002 年）では深層防護の説
明が 毎年変化しており、第 3 期（2005 以降）に至っては、深層防護の記述自体が消滅してい
た。 

 

   事故から得た教訓は、以下にまとめられる。 我が国の地震・津波評価研究

機関は世界の最先端に位置づけられている（原告の感覚ではがつく）関

連する研究機関や原子力発電に係わる学会等の専門組織は、地震や津波を

含め広く我が国の自然事象に関して、その可能性を指摘するだけでなく、地

震・津波評価等、災害要因 の評価に必要な情報と我が国の防災対策をどの

レベルまで行えばいいのかをリスクを含めて提示し、関係者に対し適切な

判断を促すよう努力すべきである。 

事業者は、研究段階にあり一般的に認知された知見ではない情報に基づく

評価であっても、そこから得られた知見に対して、特に原子炉が深刻な影響

を受ける可能性 がある場合は、合理的な対策によって深層防護の考えを基
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に対策の厚みを増しておくべきである。規制機関は、新知見の発掘と評価を

継続して行い、前兆事象の評価や最新知見に基づき、環境に与える影響の大

きい事象を見出し、時期を失することなく適切に事業者を指導・監督するこ

とが重要である。原子力発電に係わる学術団体は、新知見が原子力安全に対

して重要な知見であるか否かを検討し、その活用方法や対策案 を積極的に

提言することが重要である。 

事業者は、新知見により原子力発電所の設置高さが不十分となる場合もあ

り、ドライサイトの考え方に固執せず、深層防護の考え方に従ってリスク評

価を適切に行い、必要なアクシデントマネジメント（Accident Management ：

AM）策を準備することが求められる。津波の評価においては、地震の評価

と比べてデータの蓄積や、解析手法の開発は遅れているといえる。  

事業者は、我が国の自然の厳しさを考慮すれば、他の様々な災害要因であ

る自然現象に対しても同様に、対応しなければならない。自然現象への対応

においては、評価手法の選定も課題である。また、想定（設計基準）を超え

る事態が発生した場合に備えて、深層防護の考えを適用して、それぞれの災

害に対応したリスク評価を中心とした評価の方法を確立し、適切な対策を取

れるようにしなければならない。  

 

５ まとめ  

福島第一原発事故からの教訓の一つは、津波など不確
定性が大きな自然現象に誘起される事故要因への対応が
不十分であったことである。 本分科会は、福島第一原発事故につ

いて検討を進め、報告[８] [９]を公表した。さらに福島第一原発事故調査に

関する小委員会を設置し、４事故調の報告書、新たに公表された事実および

関係者からのヒアリング等を通じて、津波襲来後の事故対応の適否、シビア

アクシデント対策の妥当性等、事故の背後的要因も含めて検討を進め、記録

[10] [11] [12]としてまとめてきた。  

これらの検討に引き続き、本報告では、学術的な立場から福島第一原発事

故以前における津波高さの検討経緯を時系列で整理し検討を進めた。すなわ

ち、我が国では津波評価をどのように実施してきたのか、津波の調査研究は

どこまで進んでいたのか、東電の津波評価と対策はどのように行われていた
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のか、また、過去のトラブル事例等から浸水リスクをどのように認識してい

たのか、それらに対して原子力安全に関係する組織やグループの状況はどの

ようなものであったのか等の観点から、事故以前の津波対応の経緯を分析・

検討した。この検討結果を踏まえて、原子力安全に関係する４つの組織やグ

ループ、すなわち、事業者、規制機関、原子力安全にかかわる学術団体なら

びに関係組織、地震・津波などの自然現象の評価研究機関が、自然現象に誘

起される事故要因への対応に反映すべき点を以下のようにまとめた。  

・ 事業者は、研究段階にあり一般的に認知されていない知見や情報であ 

ったとしても、何らかの適切な対応をなすべきである。今回の事故に関

しては、原子力施設が深刻な 影響を受ける可能性があることについて、

津波が敷地高さを超える可能性が示唆されていたが、深層防護の考え方

とそれに従った判断基準を明確に持っていなかったことから対応が遅

れた。事業者は、原子炉施設が深刻な影響を受ける可能性があると判断 

される場合は、学術団体から出された知見や提言を真摯に受け止め、合

理的な対策によって深層防護の考え方を基に対策の厚みを増しておくこ

とが重要である。  

・ 規制機関は、地震本部の指摘に対する原子力安全規制への採否判断な

どを含め、学術 団体から出された知見や提言に積極的に耳を傾け、あ

るいは規制に採用すべき新知見を自らが見出す努力をしていなかった。

規制機関は、新知見の発掘と評価を継続して行い、 前兆事象の評価や最

新知見に基づき、環境に与える影響の大きい事象を見出し、時期を失す

ることなく適切に事業者を指導・監督することが重要である。  

・ 原子力安全にかかわる学術団体ならびに関係組織は、2006 年に金森ら

［20］が指摘した警告を捉えることができなかったことに見られるよう

に、自然現象の脅威や事故に対する想像力が欠如していた。事故の深刻

さを鑑みると、原子力安全にかかわる学術団体ならびに関係組織は、新

知見が原子力安全に対して重要な知見であるか否かを検討し、 その活

用方法や対応案を積極的に提言することが重要である。  

・ 地震・津波など自然現象の評価研究機関は、2011 年３月 11 日以前に、

福島県沖日本海溝沿い津波が将来発生すると予測し、津波堆積物調査に

よって過去に発生したとされる貞観津波の詳細を明らかにしていた。自
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然現象の評価研究機関は、可能性を指摘するだけでなく、福島第一原発

事故後に策定された土木学会の確率論的津波評価手法[22]や地震本部

の波源断層を特性化した予測手法[21]に見られるように、事象の影響評

価に必要な情報を含めて提示し、我が国の防災対策に資するように努力

することが重要である。  

 

これらの教訓は、事故以前の津波対応の経緯を原子力安全に関係する組織や

グループごとに分析・検討したことによって得たものであるが、さらに以下の

ように総括される。 

 

（１）新知見への取り組みの強化 

我が国では、これまで、原子力安全に関する新知見を評価して適切に対応す

る仕組みが不十分であった。特に、過去に類似の地震・津波が発生した記録が

ない地点に対しては、可能性が指摘されていたにもかかわらず、対応策の採否

に係る判断基準が策定されていなかった。加えて、安全目標やリスク評価によ

る安全確保手法についても不十分であった。これらを踏まえ、原子力安全にか

かわる学術団体ならびに関係組織は、原子力安全に関する新知見、特に自然現

象を評価して、原子力施設が対応策を取るべきかを考察し提言する仕組みを持

つことが必要である。 

 

（２）深層防護による安全性向上への取り組み  

事業者（責任を持つメーカーを含む）ならびに規制機関は、新知見により、

原子力施設や環境へ深刻な影響を与える事象があると判断される場合は、深層

防護の考え方を基に対策の厚みを増しておくべきである。 

  

（３） 行動規範に基づく説明責任と対話  

原子力安全にかかわる学術団体や関係組織、事業者（責任を持つメーカーを

含む）、 ならびに規制機関は、社会からの信頼と負託を前提として、自らが行

った評価ならびに判断を社会へ説明する責任を果たすために社会と積極的に

対話を行っていく必要がある。  
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 ＜用語の説明＞  

 

過酷事故（シビアアクシデント：Severe Accident） 

 設計時に考慮した範囲を超える異常な事態が発生し、想定していた手段で

は適切に炉心を冷却・制御できない状態になり、炉心が大きく損傷する事故を

いう。  

 

アクシデントマネジメント(Accident Management： AM) 

 原子炉で事故が発生した場合に、過酷事故への拡大を防止すると共に、過

酷事故に至った時の影響緩和対策を講ずること。原子炉施設は、過酷事故の発

生リスクを極めて低く抑えるように、設計、建設、運転の各段階において、（a）

異常の発生防止、（b）異常の拡大防止と事故への発展防止、（c）放射性物質の

異常な放出の防止等の深層防護の思想に基づいた安全対策が施されている。し

かしながら、こうした安全対策をもってしてもリスクをゼロにすることはでき

ないため、アクシデントマネジメントを通じて、過酷事故の発生 リスクをよ

り一層小さくし、また、万一発生した場合にもその影響を緩和する対策が講じ

られている。  

 

マグニチュード（Magnitude）  

地震が発するエネルギーの大きさを対数で表した指標をいう。マグニチュー

ドの求め方によって、気象庁マグニチュード(Mj)、モーメントマグニチュード

（Mw）、津波マグニチュー ド（Mt）等で使い分けられている。一般的には、

マグニチュードの値が１大きくなると、 エネルギーは約 32 倍、２大きくなる

とエネルギーは約 1000 倍になるという関係がある。  

 

津波地震（Tsunami Earthquake）  

断層が通常よりゆっくりとずれて、人に感じられる揺れが小さくても、発生

する津波の規模が大きくなるような地震で、明治三陸沖地震が有名である。 

 

沸騰水型軽水炉（Boiling Water Reactor： BWR）（「沸騰水型原子炉」ともい

う）  
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米国ジェネラルエレクトリック社が開発した軽水減速、沸騰軽水冷却型の原

子炉。熱中性子炉（主に熱中性子による核分裂反応を利用する）の一種である。

低濃縮ウランを燃料とするが、ウラン－プルトニウム混合酸化物燃料も利用で

きる。炉心で発生した熱を除去する冷却水が原子炉容器内で沸騰した状態で炉

外へ取り出され、その蒸気で直接タービンを回して発電する。この構造は火力

発電と同様であり、２次冷却系を持つ PWR に比べてシステムは比較的単純で

あるが、原子炉冷却水は放射化されていてタービン系機器の保守管理に被ばく

が伴うので放射線遮へいが必要とされる。  

 

加圧水型軽水炉（Pressurized Water Reactor： PWR）（「加圧水型原子炉」と

もいう）  

米国ウエスチングハウス社が開発した軽水減速、加圧軽水冷却型の原子炉。

熱中性子炉 （主に熱中性子による核分裂反応を利用する）の一種である。低

濃縮ウランを燃料とする 21 が、ウラン－プルトニウム混合酸化物燃料も利用

できる。炉心で発生した熱を除去する冷 却水が蒸気発生器で熱交換され、そ

の蒸気でタービンを回して発電する。２次冷却系を持つため、BWR に比べて

システムは比較的複雑となるが、タービン系機器の保守管理は火力発電と同様

である。  

 

深層防護（Defence in depth）  

深層防護とは、安全に対する脅威から人を守ることを目的として、ある目標

をもったいくつかの層（以下、防護レベルという）の防護策を用意して、ある

防護レベルの防護策が失敗したら次の防護レベルの防護策で対処するという

概念である。それぞれ防護レベルの 防護策はお互いに影響することなく独立

している。この防護レベルは、我が国、IAEA、西欧原子力規制者会議（Western 

European Nuclear Regulators Association ：WENRA）で分類に少し違いがある。

防護レベルは、基本的に考え方の違うもので準備される。設計とマネジメント、

防災といった３つの異なる防護レベルも一つの例と言われる。 

 

新知見  

新たな発見や考察により得られた、一般的に定着または認知されるまでには
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至っていない学術的な知見や仮説をいう。 

  

想定津波高さ  

原子力発電所の津波防護を設計する際に用いられる設計用の津波高さをい

う。土木学会 「津波評価技術」に基づき作成された評価地点に最も影響を与

える想定津波から得られた設計想定水位も同じ意味である。 

  

波源モデル  

地震動により発生する津波の発生源を津波シミュレーションに用いるため

モデル化したものをいう。 

 

 前兆事象の評価（Accident Sequence Precursor） 

 原子力発電所の事故・故障事例に基づき、当該事故・故障事例が評価対象プ

ラントで発生でした場合の影響の大きさを把握するため、評価対象プラントの

通常運転時の確率論的リスク評価結果を用いて、当該事故・故障が発生したと仮

定した場合の条件付炉心損傷確率を評価する手法をいう。評価対象プラントに

適用する際は、発生した事故・故障の内容を吟味し、評価対象プラントの機能喪

失範囲を設定して解析する。 

 

バックチェック  

規制行政の指導の下で、事業者が原子力発電所の安全性を再評価する作業を

いう。  

 

 ＜略語集＞  

 

ABWR：Advanced Boiling Water Reactor、改良型沸騰水型軽水炉  

BWR：Boiling Water Reactor、沸騰水型軽水炉 

 DG：Diesel Generator、ディーゼル発電機  

ECCS：Emergency Core Cooling System、非常用炉心冷却装置  

IAEA：International Atomic Energy Agency、国際原子力機関  

INES：International Nuclear Event Scale、国際原子力事象評価尺度 
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 JANTI: Japan Nuclear Technology Institute、日本原子力技術協会（当時）  

JNES ：Japan Nuclear Energy Safety Organization、原子力安全基盤機構（当時） 

O.P.：Onahama Peil、小名浜港工事基準面（小名浜港における水準ゼロの面） 

PRA：Probabilistic Risk Assessment、確率論的リスク評価  

PWR： Pressurized Water Reactor、加圧水型軽水炉  

T.P.：Tokyo Peil、東京湾平均海面（日本の標高 0 m とされる）  
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 [24] 日本原子力学会事故調査委員会「福島第一原子力発電所事故その全貌と

明日に向けた提言: 学会事故調 最終報告書」2014 年３月 
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＜参考資料１＞ 審議経過  

〔分科会〕 

 第 23 期  

2014 年 

 12 月４日 総合工学委員会原子力事故対応分科会（第１回） 委員⾧選任、

副委員⾧、幹事指名が行われた。 福島第一原発事故調査に関する小

委員会の設置が承認された。 

 2015 年  

９月 14 日 総合工学委員会原子力事故対応分科会（第２回） 福島第一原発

事故調査に関する小委員会の活動経過を報告  

2016 年  

３月 16 日 総合工学委員会原子力事故対応分科会（第３回） 福島第一原発

事故調査に関する小委員会の審議状況を報告  

６月 ３日 総合工学委員会原子力事故対応分科会（第４回） 福島第 一原

発事故調査に関する小委員会の審議状況を報告。津波リスクに 

ついての検討を開始していることを報告。  

10 月 28 日 総合工学委員会原子力事故対応分科会（第５回） 福島第一原発事

故調査に関する小委員会の報告（記録）のまとめ方について審議。 

 2017 年 

  ３月 13 日 総合工学委員会原子力事故対応分科会（第６回） 福島第一原発

事故調査に関する小委員会でまとめた記録１および記録２ の

英訳が承認され、海外へ発信していると報告。現在津波に関する

知見と、 規制の妥当性を検討中と報告。  

６月８日 総合工学委員会原子力事故対応分科会（第７回） 津波に関するシ

ンポジウム（「原子力発電所の自然災害への対応－福島事故の津

波対策を例として－」、資料 6-1,2 参照）を８月１日に開催予定と 
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報告。  

９月５日 総合工学委員会原子力事故対応分科会（第８回） 福島第一原発事

故調査に関する小委員会は次期においても活動を継続し、 津波リ

スク・規制の在り方について審議を進める予定と報告。 

 第 24 期 

 2017 年  

12 月 21 日 原子力安全に関する分科会（第１回） 委員⾧選任、副委員⾧、

幹事指名がおこなわれた。 福島第一原発事故調査に関する小委員

会の設置が承認された。  

21018 年 （2018 年の間違いのようだ） 

３月 23 日～３月 26 日メール審議 原子力安全に関する分科会（第２回） 

提言（案）「我が国の研究用原子炉の在り方について」の承認  

４月 24 日 原子力安全に関する分科会（第３回） 福島第一原発事故調査

に関する小委員会から審議経過を報告した。  

７月９日～７月 17 日 メール審議 原子力安全に関する分科会（第４回） 

公開シンポジウム「原子力総合シンポジウム」の承認 

   ９月４日 原子力安全に関する分科会（第５回） 福島第一原発事故調査に

関する小委員会から津波に関する報告書がまとまり、提出予定

であるとの報告があった。この報告書の査読委員を決定 した。  

10 月 22 日 原子力安全に関する分科会（第６回） 福島第一原発事故調査 

に関する小委員会でまとめている報告は分科会で の査読結果を

踏まえて現在修正中であるとの報告があった。 原子力総合シン

ポジウムの進行について打ち合わせが行われた。  

12 月 19 日～12 月 25 日 メール審議 原子力安全に関する分科会（第７ 

回） 報告（案）「我が国の原子力発電所の津波対策―東京電力福島

第一原子力 発電所事故前の津波対応から得られた課題―」の承認  

〔小委員会〕 

 第 23 期  

2014 年  

12 月 26 日 日本学術会議幹事会（第 206 回） 福島第一原発事故調査に関

する小委員会設置の承認 
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 2015 年  

３月 31 日 福島第一原発事故調査に関する小委員会（第１回） 委員⾧・幹

事決定、今後の進め方について審議 第２報内容についての検討、

高圧注水系動作、ベント操作、放射性物質放 出について 原子力

総合シンポジウム開催について打ち合わせ 

 ５月８日 福島第一原発事故調査に関する小委員会（第２回） 第２報技術的

内容についての検討 報告書、記録の英訳を進めることとした。 原

子力総合シンポジウム開催について打ち合わせ  

６月 17 日 福島第一原発事故調査に関する小委員会（第３回） 第２報３項目

内容について審議 報告書、記録の英訳のスケジュール確認 原子力

総合シンポジウム内容について打ち合わせ  

７月 １日 福島第一原発事故調査に関する小委員会（第４回） 27 第２報内容

について審議 報告書、記録の英訳のスケジュール確認 原子力総合

シンポジウム、司会者、講演者最終確認  

８月 31 日 福島第一原発事故調査に関する小委員会（第５回） 第２報内容に

ついて最終確認報告書、記録の英訳について検討津波リスク評価に

ついて今後の検討方法について審議 

 ９月 14 日 記録第２報が原子力事故対応分科会にて承認される 

 10 月 21 日 福島第一原発事故調査に関する小委員会（第６回） 原子力安全の

耐津波工学の概要紹介と津波リスクへの取り組みの審議 英文化

の進め方について審議  

11 月 26 日 福島第一原発事故調査に関する小委員会（第７回） 英文化ルー

ルの確認 津波リスクの検討の進め方の審議 原子力総合シンポジ

ウム 2016 企画案の審議  

2016 年  

２月 ９日 福島第一原発事故調査に関する小委員会（第８回） 杉野氏より津

波論文の内容を紹介 英文第２報の記載内容についての審議 規制

の在り方のうち新規制基準に基づく安全審査体系について審議 

 ３月 16 日 福島第一原発事故調査に関する小委員会（第９回） 分科会活動 

全般についての報告 原子力総合シンポジウム 2016、司会者、講

演者最終確認  
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３月 31 日 福島第一原発事故調査に関する小委員会（第 10 回） 原子力総合

シンポジウム 2016 総評の確認 リスク情報の活用および外的事象

対策に関する審議  

５月 10 日 福島第一原発事故調査に関する小委員会（第 11 回） 原子力総合

シンポジウム 2016 アンケート結果の報告 英文第２報の作成分担

に関する審 議 津波リスク関連の報告書作成方針に関する審議  

６月 ３日 日本学術会議第三部にて記録第２報が承認される  

６月 16 日 福島第一原発事故調査に関する小委員会（第 12 回） 原子力情報

連絡小委員会の設置報告 津波を例にした新知見への取り組みに

関する審議 福島事故以前の津波高さに関する検討経緯の審議 

英文第２報記載内容の確認 

 ７月 19 日 福島第一原発事故調査に関する小委員会（第 13 回） 英文第２報

原案の最終確認 28 津波を例にした新知見への取り組みに関する

審議  

９月 14 日 福島第一原発事故調査に関する小委員会（第 14 回） 福島事故以

前の津波高さに関する検討経緯の審議 IRRS 報告書に基づく規制

の在り方の審議 10 月 28 日 福島第一原発事故調査に関する小委

員会（第 15 回） 第３報の構成について審議 規制の在り方に関す

る論点の審議 

 12 月 ２日 福島第一原発事故調査に関する小委員会（第 16 回） 第３報の

構成案に関する各委員コメントの審議 福島事故以前の津波高さ

に関する検討経緯の審議 規制の在り方の検討に係わる委員の追

加提案の審議 

 2017 年  

１月 16 日 福島第一原発事故調査に関する小委員会（第 17 回） 現状と今 

後の進め方に関する審議 第３報の構成および津波高さに関する

検討経緯の審議 規制の在り方の検討方針の審議および委員追加

の承認  

２月 14 日 日本学術会議第三部にて英文第２報が承認される  

３月 ９日 福島第一原発事故調査に関する小委員会（第 18 回） 小委員会 

の現状と今後の進め方に関する審議 第３報原案作成方針の審議  
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４月 18 日 福島第一原発事故調査に関する小委員会（第 19 回） 第３報原 

案作成方針の審議 津波シンポジウム企画案の審議  

６月 ８日 福島第一原発事故調査に関する小委員会（第 20 回） 津波シン 

ポジウム企画案の報告 原子力総合シンポジウム 2017、司会者、

講演者最終確認  

６月 12 日 福島第一原発事故調査に関する小委員会（第 21 回） 第３報記 

載内容の審議 津波シンポジウム企画案の最終確認 英文第２報

および和文第２報の外部発表の報告 規制の在り方の検討分担お

よび今後の進め方の報告  

７月 26 日 福島第一原発事故調査に関する小委員会（第 22 回） 第３報記 

載内容の審議 津波シンポジウムプレゼン案の確認  

８月 １日 公開シンポジウム「原子力発電所の自然災害への対応－福島事故

の津波対策を例として－開催  

９月 ５日 福島第一原発事故調査に関する小委員会（第 23 回） 津波シン 

ポジウムの事後検討 29 第３報記載内容の審議 規制の在り方に

ついての審議 次期に向けての活動の審議  

第 24 期  

2018 年  

２月 22 日 日本学術会議幹事会（第 260 回） 福島第一原発事故調査に関す

る小委員会設置の承認  

４月 10 日 福島第一原発事故調査に関する小委員会（第１回） 委員⾧・幹

事決定、今後の進め方について審議 第３報記載内容の審議  

６月 ７日 福島第一原発事故調査に関する小委員会（第２回） 第３報記載

内容の審議  

７月 18 日 福島第一原発事故調査に関する小委員会（第３回） 第３報記載

内容の審議 原子力安全規制の在り方についての審議  

９月 ４日 福島第一原発事故調査に関する小委員会（第４回） 第３報記載

内容の審議 原子力安全規制の在り方についての審議 

 11 月 14 日 福島第一原発事故調査に関する小委員会（第５回） 第３報記載

内容の審議 原子力安全規制の在り方についての審議 

 2019 年  
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１月 ８日 福島第一原発事故調査に関する小委員会（第６回） 第３報の分

科会査読結果の対応についての審議 原子力安全規制の在り方に

ついての審議  

２月 ８日 福島第一原発事故調査に関する小委員会（第７回） 新知見への

取り組みに関する審議 原子力安全規制の在り方についての審議 

 ３月 28 日 日本学術会議第 276 回幹事会報告「我が国の原子力発電所の津

波対策－東京電力福島第一原子力発電所事故前の津波対応か

ら得られた課題－」について承認  

 

＜参考資料２＞ 福島第一原発事故発生以前の津波高さに関する検討経緯  

本資料は、福島第一原発の津波高さの想定および対応経緯について、 

４事故調報告書を中心として記載された事実関係を調査してまとめた。調査にあ

っては、関係者の回顧に関する記述および報告書の見解をできるだけ排除し、客

観的事実関係のみを抽出するよう努力した。以下に確認した事実関係について

時系列を追って示す。 

 1961 年（昭和 37 年）  

・災害対策基本法に基づき中央防災会議*1 が設置された。  

1965 年（昭和 41 年）  

・東電は昭和 35 年に発生したチリ地震津波で観測された津波高さを用い、

福島第 一原発の想定津波高さを O.P.+3.122m と設定し、昭和 41 年７月

に 申 請 し 、 12 月  １ 日 に 原 子 炉 施 設 の 設 置 許 可 を 取 得 し た 。

[１][２][３][４][５]  

1970 年（昭和 45 年）  

・原安委（当時）は、４月に「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審

査指針」 を策定し、考慮すべき自然条件として津波を挙げて過去の記録

を参照して予測される自然条件のうち最も過酷と思われる自然力に耐え

ることを求めた。[１][３][４]  

1981 年（昭和 56 年）  

・原安委（当時）は、７月に「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」

を策定したが、この中には津波に対する言及はなかった。[３][４]  

1983 年（昭和 58 年）  
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・建設省（当時）と水産庁は、一般災害への対応として、津波常襲地域総合

防災対 策指針（案）をとりまとめ、過去 200 年程度で確実な資料が得ら

れる最大の津波 を対象とするよう求めた。[３]  

1986 年（昭和 61 年）  

・東北大箕浦教授仙台平野で津波堆積物を発見。[６]  

1990 年（平成２年）  

・阿部らは、仙台平野で初めての堆積物調査を実施。貞観津波の痕跡高は仙

台平野 の河川から離れた一般の平野部で 2.5～３m で、浸水域は海岸線

から３km ぐらい の範囲であったと推定している。[３]  

1991 年（平成３年）  

・原安委（当時）は、原子力施設事故・故障分析評価検討会に全交流電源喪

失事象 （SBO）検討ワーキンググループを設置した。[２]  

・東電は、10 月 30 日福島第一原発 1 号機の補機冷却水系海水配管から海 

水が漏えいし、１、２号共通 DG （その後１号専用に変更）および機関の

一部に浸水する事 象を経験した。[７] 

 1992 年（平成４年）   

・原安委（当時）は、５月に、アクシデントマネジメントの整備を要求。通

産省（当時）は電力に対し内的事象の PRA によりアクシデントマネジメ

ントの検討を指示したが、内的事象のみを対象とし外的事象は含まれてい

なかった。 [１][３] 

 1993 年（平成５年）  

・原安委（当時）全交流電源喪失事象検討ワーキンググループは、６月 11 

日に「原 子力発電所における全交流電源喪失事象について」をまとめ、

⾧時間の電源喪失 は炉心損傷等の重大な結果が生じるが、我が国の外部

電源と非常用電源の信頼性 は高く指針への反映を提言しなかった。[２]  

・７月 12 日北海道南西沖地震が発生し、津波により奥尻島を中心に大き 

な被害を 出した。[８]  

・原安委（当時）は、10 月 28 日に SBO 検討ワーキンググループの報告を

受け、内 容を了承した。[２]  

・原子力安全研究協会は、10 月に内的事象レベル２PRA の評価手法を発行

した。[１]  
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・資源エネルギー庁は、10 月北海道南西沖地震を受けて電気事業連合会（電

事連） に津波安全性評価を指示した。[１][２][４]  

1994 年（平成６年）  

・これを受け東電は、３月に北海道南西沖地震津波を踏まえた福島第一および第

二 原子力発電所の津波に対する安全性評価結果報告書を国へ提出。最大津波 

O.P.+3.5m は昭和 35 年のチリ地震津波とし安全性は確保されていると報告

した。 

 [１][２][４]  ・東電は、1994 年より内的事象 PRA に基づくアクシデントマネ

ジメントの整備を開 始し、2002 年（平成 14 年）に完了した。 

[１][３]  

1995 年（平成７年） 

 ・地震対策特別措置法に基づき総理府（後に文部科学省に所属）に地震本部*2

が設置された。 

[９]  ・原安委（当時）は、１月 17 日に発生した兵庫県南部地震を踏まえ原子力

施設耐震 安全検討会を設置し、現行指針が妥当であることを確認した。 

[３] 

 1997 年（平成９年）  

・電事連は、通産省（当時）より解析値の２倍の津波高さとなった場合の評

価が求められたことを電力各社に対し報告した。[２]  

・農水省は、３月に一般災害に対して「太平洋沿岸部地震津波防災計画手法

調査報告書」および「地域防災計画における津波対策の手引き」をまとめ、

この中で信頼できる資料の数多く得られる既往最大津波と現在の知見に

基づいて想定される最大地震により起こされる津波の大きい方を対象と

するよう求めた。[３]  

1998 年（平成 10 年）  

・東電は、６月にまとめた「福島第一および第二原子力発電所の津波に対す

る安全性について（太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査）」によると、

「太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査報告書」による４省庁津波断層

モデルに基づく津波の最高水位は福島第一原発で O.P.+4.7～4.8m とな

り、福島第一原発は非常用海 水ポンプの据え付けレベルを超えるがモー

タ下端レベルに達しないため安全への影響はないとした。[10]  
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1999 年（平成 11 年）  

・国土庁（当時）と日本気象協会は、３月に福島第一原発付近を含む浸水予

想図を作成した。[11]  

この津波浸水予測図は、防災基本計画に基づき地域防災計画における津波

対策強化の手引きの別冊である「津波災害予測マニュアル」の策定に活用

され、マニュアルは自治体における津波浸水想定の作成に活用された。

[12]  

日本地震学会は当時の広報紙にて国土庁（当時）が津波浸水予測データベ

―スの整備進めており、津波浸水予測図の例を紹介していた［１３］。 

2011 年３月 11 日の 震災以降にわかったことであるが、この予想図と敷

地内配置を重ね合わせると１ ～４号機は浸水するレベルを示していた。

[14][15] しかしその後、福島県防災会議地震・津波対策部会が実施した手

引きおよびマニュアルに基づく防災上の津波計算結果（O.P.+4.7ｍ）では

浸水レベルに達していなかった。[16]  

・土木学会は、原子力土木委員会の下に津波評価部会*3 を設置し、原子力施

設の津波に対する安全性評価技術の体系化および標準化の検討を開始し

た。[３]  

2000 年（平成 12 年） 

    ・電事連は、２月に通産省（当時）からの要請を受け、想定の 1.2 倍、1.6

倍、２倍となった場合の全国の原発への影響を調べた。[２]  

・東電は、２月に電事連を通じた通産省（当時）からの要請を受け、解析値

の２倍 の津波となった場合、福島第一原発では O.P.+10m となり、６m

で海水ポンプが停止すると報告した。[２]  

・地震本部*2 は、11 月 27 日海溝型地震についての⾧期評価を進め「宮城

県沖地震 の⾧期評価」を公表した。[17]  

2001 年（平成 13 年）  

・津波評価部会*3 は、１月に津波高さの補正係数*4（想定津波と既往津波 

の大きい方の値を採用する際における想定津波の補正係数）を 1.0 に決定

し、津波地震は 除外した。[２][18]  

・原安委（当時）は、７月 10 日に原子力安全基準専門委員会の下に耐震指

針検討分科会を設置して「耐震設計審査指針」の改訂作業を開始した。し
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かし、津波、海岸工学の専門家は含まれなかった。[３]  

・原安委（当時）耐震指針検討分科会は、10 月 13 日第３回会合で地震によ

る二次 的影響の中で津波の評価方法を取り上げ、その後地震・地震動ワ

ーキンググループに議論が引き継がれた。[３]  

・菅原大助他は、福島県相馬市（福島第一原発北 50km）において貞観津波

の堆積物を発見したと発表した。[３][19]  

・地震本部*2 は、９月「南海トラフの地震（南海地震・東南海地震）」を公

表した。 33 [20]  

2002 年（平成 14 年）  

・津波評価部会*3 は、２月に「津波評価技術」を取りまとめ、概ね信頼性 

があると 判断される痕跡高記録が残されている津波を評価対象と定めた。

[１][２][３] [４][５]  

・これを受け東電は、３月に「津波評価技術」に基づき、想定津波高さを

O.P.+5.7m に変更し、ポンプ嵩上げや浸水防止対策等を実施した。

[１][２][３] [４][５]  

・保安院（当時）は、４月にアクシデントマネジメント整備上の基本要件を

策定し、 同年 10 月には整備されたアクシデントマネジメントは妥当との

報告書を出した。 [３]  

・地震本部*2 は、７月に「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の⾧期評価

につい て」をまとめ、プレート間大地震（津波地震）は三陸沖北部海溝寄

りから房総沖 の海溝寄りの領域内のどこでも発生する可能性があると発

表した。[１][２][３] [21][22] 

 2003 年（平成 15 年）  

・原安委（当時）地震・地震動ワーキンググループは、２月 13 日および３

月７日の 会合で津波を含む地震随伴事象の議論を実施し、土木学会の「津

波評価技術」が紹介された。[３]  

・地震本部*2 は、３月 24 日に「千島海溝沿いの地震活動の⾧期評価」を公

表し、津 波堆積物の分析により過去に 400～500 年程度の間隔で、1952

年十勝沖地震をはるかに超える規模の津波が発生したことが知られてい

るとした。[３][23]  

・保安院（当時）は、10 月に定期安全レビューを法制化、12 月に内的事象
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停止時 PRA の実施を定期安全レビューに追加した。[３] しかし、津波

PRA については JNES  （当時）でも研究段階にあり、知見不足とした[３]  

・中央防災会議*1 は、10 月に日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する

専門調査会を設置し、宮城県沖地震および同年 9 月に発生した十勝沖地震

による東北・北 海道地方における大規模海溝型地震対策の検討を開始し

た。[３] 

 2004 年（平成 16 年）  

・原安委（当時）耐震指針検討分科会は、５月 26 日の会合で地震・地震動

ワーキン ググループの検討状況の報告を受けた。[３]  

・12 月 26 日スマトラ沖地震（M9.1）により大津波が発生し、インド南部

カルパッ カムのマドラス原子力発電所の海水ポンプ室が浸水して原子炉

が停止した[24]。 IAEA は INES を尺度以下（レベル０）と評価した。  

2005 年（平成 17 年）  

・安中正らは、確率論的評価手法のロジックツリーを用いた津波ハザード解

析手法を発表した。[１][２][25]  

・原安委（当時）耐震指針検討分科会は、12 月 28 日の第 34 回会合におい

て津波の安全性評価を含む改訂「耐震設計審査指針」の文案を審議した。

[３] 34 

 2006 年（平成 18 年）  

・中央防災会議*1 は、１月に日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する 

専門調査会がまとめた「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する専門

調査会報告」を公表した。この中では地震本部の見解（2002 年７月）およ

び貞観津波は反映されなかった。[１][２][３][22][26]  

・保安院（当時）と JNES （当時） は、１月に溢水勉強会を設置した。[２] 

 ・東電は、５月 11 日に実施された保安院（当時）と JNES（当時）が主催

した溢水 勉強会において津波仮定水位 OP+14m では電源設備が浸水し

て機能喪失すると報告した。[２][27] 

    ・東電は、７月に ICONE-14 国際会議で確率論的津波ハザードの開発状況

について発表。現時点でも開発を継続とした。[１][28]  

・保安院（当時）と JNES（当時）は、８月２日に開催した第 53 回安全情 

報検討会で敷地レベル+１m を仮定した場合は浸水の可能性を否定でき
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ないこと、および、 福島第一原発５号機と泊１、２号機の現地調査でこ

の結論の妥当性を確認したと報告した。[２]  

・東電は、９月に原安委（当時）委員⾧に確率論的評価手法のロジックツリ

ーを用いた津波ハザード解析に基づく津波リスクを説明した。[２] 

 ・原安委（当時）は、９月 19 日に「耐震設計審査指針」を改訂し、地震随

伴事象として施設の共用期間中に極めてまれであるが発生する可能性が

あると想定することが適切な津波によっても、施設の安全機能が重大な影

響を受けるおそれがないことを要求した。[１][２][３][４][５]  

・これを受け保安院（当時）は、バックチェックルールを策定し*5、電力会

社に対応を求めると共に残余のリスクについて定量的な評価を求めた。

[１][３][４]  

・保安院（当時）は、10 月６日に耐震安全性評価実施計画書の一括ヒアリ 

ング時に、事業者に対して想定以上の津波に対する具体的対応を要望した。

その中で、津波高さと敷地高さが数十 cm とあまり変わらないサイトが

あり想定を超えることもあり得るべきとの発言があったとされる。[２]  ・

金森らは、三陸沖だけでなく福島、茨城沖の範囲で津波地震が発生しても

おかしくはないと警告した。［29］  

2007 年（平成 19 年） 

    ・日本原子力学会は、３月に「地震を起因とした PRA 実施基準」を策定し

た。[３]  

・電事連は、４月４日に実施された保安院（当時）との津波バックチェッ

クの打合せにおいて東電は福島第一原発に対して海水ポンプ水密化や

建屋への対応策を取る方針を伝えた。[２]  

・JNES（当時）は、４月に「安全情報に関する分析・評価報告書＝前兆   

事象の適用 ＝」をまとめて公表した。この中で 1999 年 12 月にルブレ

イエ原子力発電所で発 生した外部溢水事象の解析を実施し、BWR プ

ラントでリスクが高いことが指摘されていた。[４][30] 35  

・福島県および茨城県は、中央防災会議*1 が検討対象とした津波に基づき、

津波浸水想定区域図を作成した。[３]  

・東電は、６月に想定津波高さ O.P.+5.7m が福島県等の防災上の津波計算

結果 （O.P.+５m 程度）を上回らないことを確認した。[１][３][５]  
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・日本原子力発電は、茨城県の防災上の津波計算結果（T.P.+5.72m）に基づ

き、想定津波高さを T.P.+6.1m に変更し、海水ポンプ堰のかさ上げ工事を

決定。津波来 襲時には南側ポンプ室の工事が完了していた。[３][４][31]  

・津波評価部会*3 は、６月に原子力発電施設の津波評価のさらなる高度化

を目的とした検討成果を発表し、今後も研究を継続するとした。[１][32]  

・JANTI （当時）は、７月に台風、大雨、暴風、津波、高潮、大雪を対象と

して最新情報を収集し、設計を超えるような場合においても、施設の安全

確保のための活 動を効果的、効率的にするための対策を検討し、見直し

体制を決定して実施時期を取り決めるよう技術コラムへ提示した。[33]  

2008 年（平成 20 年）  

・東電は、３月に想定津波高さ O.P.+5.7m が茨城県の防災上の津波波源

（O.P.+4.7m） を上回らないことを確認した。[１][３]  

・東電は、３月に耐震バックチェックの中間報告を保安院（当時）に提出し

た。 [２][３]  

・文部科学省、東北大学、東京大学、産業総合技術研究所は、５月に福島県

常磐海岸北部（浪江町）で津波堆積物の調査を実施し、貞観を含む津波堆

積物の発見と 過去に５回の大津波発生を確認したとする報告書をまとめ

た。[２][34]  

・東電は、５月下旬から６月上旬ごろ地震本部*2 の見解を踏まえ、明治三 

陸沖地震の波源モデルを福島県沖海溝沿いに持ってきた場合の津波高さ

を試算し、福島第一原発の浸水高 O.P.+15.7m （津波水位は最大 O.P+8.2m

～10.2m[１]、２号機付近 O.P.+9.3m、5 号機付近 O.P.+10.2m[２]、敷

地内で 9.3～15.7m[３]）を算出した。 [１][２][３]  

・東電は、６月 10 日に社内で結果を報告し、さらなる検討が指示された

[１][３]。 2002 年の地震本部*2 の見解だけでは津波計算をするための情

報（波源モデル等） が不足しており、明治三陸沖地震の波源モデルを仮

想的に福島沖に適用した場合の計算（O.P.+15.7m が得られたもの）を実

施したと述べている。[１]  

・東電は、７月 31 日の社内打合せで対策を実施する場合は防波堤対策が数

百億円、工期４年との報告がされている。[１][３]  

・東電は、10 月に産業総合技術研究所佐竹氏から貞観津波に関する準備中
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の論文の提供を受けた。[１]  

・JNES （当時）杉野らは、10 月に原子力発電所の津波リスク評価のための

確率論的手法の開発を発表し、将来、事故シーケンス解析手法を開発する

と共に、津波 PRA 手法を実機に適用していきたいとした。[35]  

・東電は、12 月佐竹らの論文に示された波源モデルを使用して計算を実施

し、福島 36 第一および第二原子力発電所取水口前面で、O.P.+8.9～9.2m

程度の津波高さを算出した。[１] 

 2009 年（平成 21 年）  

・東電は、２月に耐震バックチェックの地震随伴事象として土木学会「津波

評価技 術」により再評価した結果、想定津波高さを O.P.+6.1m に変更し、

５号機および ６号機の非常用海水ポンプの一部に対策を実施した。

[１][２][５]  

・地震本部*2 は、４月に「新たな地震調査研究の推進について－地震に関 

する観測、 測量、調査および研究の推進についての総合的かつ基本的な

施策－」を定めた。 [36]  

・佐竹らは、４月に貞観津波に関する論文を発表し、シミュレーションの結

果から 北の岩手県或いは南の福島県や茨城県での堆積物調査が必要とし

た。 [１][３][37]  

・地震本部*2 は、６月から「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の⾧期 

評価について」の改訂作業を開始した。[２]  

・東電は、６月には土木学会に対して地震本部*2 の見解に基づく具体的な 

波源モデルの策定について審議を依頼した[１]。これを受け土木学会は、

2012 年 10 月を 目途に結論を出す予定とされた。[２][３]  

・産業技術総合研究所の岡村行信委員は、６月 24 日の総合資源エネルギ 

ー調査会 地震・津波、地質・地盤合同ワーキンググループ会合において、

「耐震バックチェッ クの中間報告書において貞観地震津波に全く触れて

いないことはどうしてなの か」と質問し[１][２]、保安院（当時）から中

間報告書は地震評価の審議の場で あり、津波評価は最終報告書での報告

事項であると回答した。[１]  

・保安院（当時）は、７月 21 日に福島第一原発５号機を代表プラントとす

る東電の耐震バックチェックの中間報告を妥当とし、貞観津波に関しては
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調査研究段階と した。[１][38]  

・保安院（当時）は、８月 28 日に東電から耐震バックチェックの地震随伴

事象として土木学会「津波評価技術」により再評価した結果の説明を受け

た。[３]  

・保安院（当時）は、９月７日に東京電力から貞観津波の試算結果として

O.P.+8.9 ～+9.2m の報告を受けた[１][２][３]。しかし、切迫性を感じ

ず担当官限りの対 応とした。[３]  

・東電は、11 月に福島県に堆積物調査について説明し、12 月から 2010 年

（平成 22 年）３月にかけて福島県沿岸部の津波堆積物調査を実施した。

その結果、福島第一原発より 10km 北方に位置する南相馬市小高区浦尻

地区等において発見された が、南方では発見されなかった。[３]  

2010 年（平成 22 年）  

・日本原子力学会は、４月に「原子力発電所の設計と評価における地震安全

の論理」を発行したが、津波については今後の課題となっていた。[４][39]  

・保安院（当時）は、５月に東電より貞観津波堆積物は福島第一原発北方

10km で発 37 見されたが、南方では発見されなかったと報告を受けた。

[３]  

・東電は、８月 27 日に第１回福島地点津波対策ワーキングを開催し、防波

堤や水密 化などの対策を検討していた。[２][３]  

・地震本部*2 は、10 月に「活断層の⾧期評価法（暫定版）」を公表した。 

[３]  

・東電は、12 月６日に第２回福島地点津波対策ワーキングを開催し、対策 

工事の緊 急度に応じて、土木学会に依頼している検討結果が得られる

2012 年（ 平 成 24 年） 10 月までに着手する計画とした。[２]  

・産業総合技術研究所穴倉他は、津波堆積物調査において福島県相馬で津波

堆積物 を確認すると共に貞観津波の再来期間がおよそ 450 年から 800 年

であると発表し た。[３] 

 2011 年（平成 23 年）  

・東電は、１月に福島県太平洋沿岸の津波堆積物調査の実施結果を論文投稿

し、福 島県北部で４m 程度まで堆積物を確認したが、南部は確認できな

かったと発表した。[１][３][40]  
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・東電は、１月に第３回、２月に第４回の福島地点津波対策ワーキングを開

催し、 津波対策は、いずれも技術的な問題があるため、その実現が困難

と目さ れていた。 [３]  

・地震本部*2 ⾧期評価部会は、１月 11 日時点で宮城県沖地震に対して 30

年以内に 起る確率 99%で M7.5 前後（三陸沖南部海溝寄り領域と連動の

場合 M8.0 前後）、南海地震と東南海地震が連動した場合、M8.5 前後と想

定していた。[５]  

・文部科学省は、３月３日に電気事業者と情報交換会を開催し、東電より 

「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の⾧期評価について[21]」の改訂

にあたり、文章 表現の工夫を要請され、誤解を与える可能性のある表現

については分かりやすくする観点から修正するよう検討したい旨回答し

た。[１]  

・東電は、３月７日に保安院（当時）の求めに応じ、地震本部*2 の見解に 

対応したモデルで浸水（O.P.+15.7m）する結果が得られており津波対策

工事の検討状況を 報告した。[１][３][４]  

・地震本部*2 は、３月９日に三陸沖から房総沖にかけての地震活動の⾧期

評価の一 部改訂を発表した。［41］ 

 

 *1：中央防災会議  

内閣総理大臣をはじめとする全閣僚、指定公共機関の代表者および学識経験者

により構成され、 防災基本計画の作成や、防災に関する重要事項の審議等する

ための会議体。  

*2：地震調査研究推進本部（地震本部） 

 1995 年１月 17 日に発生した阪神・淡路大震災では、地震に関する調査研究の

成果が国民や防災を担当する機関に十分に伝達され活用される体制になってい

なかったという課題意識の下に、行政施策に直結すべき地震に関する調査研究

の責任体制を明らかにし、これを政府として一元的に推進するため、地震防災対

策特別措置法に基づき総理府に設置（現・文部科学省に設置）された政府の特別

の機関で、基本的な目標は、地震防災対策の強化、特に地震による被害の軽減に

資する地震調 査研究の推進とされている。  

*3：土木学会原子力土木委員会津波評価部会 
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 原子力土木委員会は、原子力利用についての土木技術に関する問題を調査研究

し、学術、技術の進展に寄与することを目的として設立され、原子力施設に係わ

る土木技術に関する課題について調査・研究する。津波評価小委員会は、原子力

発電所の津波に対する安全性評価技術を高度化・提案することを目的として設

立され、1999～2000 年度に活動し 2001 年度に報告書「津波評価技術」を取り

まとめた。2007 年度に，さらなる成果を土木学会論文集に投稿。その後、2009

年度に再開し，2015 年度まで活動したとされる。  

*4：土木学会原子力土木委員会津波評価部会が津波高さの補正係数を 1.0 とし

た経緯  

補正係数を 1.0 とすることが了承された 2001 年１月 26 日の第７回議事録を見

ると、補正係数は、想定津波と既往津波を比較する際に用いる係数であり、補正

係数を掛ける想定津波高さは比較対象となる痕跡高と比べて平均で２倍となっ

ているとの記録が残されている。 政府事故調中間報告書によると、「詳細パラメ

ー タスタディによる最大想定津波水位は、既往大津波の痕跡高に対し平均で約

２倍になること、および最大想定津波水位が既往津波の痕跡高を超過する百分

率は 98%程度であり、十分大きな津波水位を評価することが可能と考えられる

ことから、  （それ以上の安全率は見込まず、）想定津波水位の補正係数を 1.0 と

したいとする提案があった。これに対し、想定を上回る津波の可能性を考慮する

必要はないのかという質問があり、幹事団より想定を上回る津波の来襲時の対

処法も考えておく必要があるが、補正係数を 1.0 としても工学的に起こり得る最

大値として妥当かどうかを議論してほしいとの返答がなされている。その後、首

藤主査より、提案された方法で痕跡高をほぼ 100%上回っており、現段階ではと

りあえず 1.0 としておき、将来的に見直す余地を残しておきたいとのコメント

がなされ、結果的には補正係数を 1.0 とすることでまとまった。」とされている。 

 *5：原子力安全・保安院原子力発電所に関する耐震バックチェック WG  

原安委（当時）は、耐震安全性をより高めるため、地震学、地震工学等の最新の

知見を踏まえ、 2006 年９月に「耐震設計審査指針」の全面的な改訂を実施。し

かし、津波に関しては、津波、海岸工学の専門家は含まれず、地震随伴事象とし

て、「施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があると想定す

ることが適切な津波によっても施設の安全機能が重大な影響を受ける恐れがな

いことを十分考慮したうえで設計されなければならない」とし、「極めてまれ」
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の意味するところについて、地震動に関しては設計上考慮する活断層として、後

期更新世以降の活動が否定できないものとするとされていたが、津波に関して

は記載されていなかった。これを受け、保安院  （当時）は、耐震安全性の一層

の向上を図る観点から、新耐震指針に基づき、耐震安全性の再確認  （耐震バッ

クチェック）するよう、原子力事業者等に対して指示した。政府事故調中間報告

書によれば、「津波の想定および数値シミュレーションについては、前記のとお

り最新の知見を考慮することとはしているものの、 『痕跡高の記録が残されてい

る既往の津波について数値シミュレーショ ンを行ったうえで』、 『想定津波の断

層モデルに係る不確定性を合理的な範囲で考慮したパラメータスタディーを行

い』、 『これに潮位を考慮したものを設計津波水位とする』等と、土木学会の「津

波評価技術」の内容と酷似したものとなっている。」とされている。耐震バック

チェック WG は、新潟県中越沖地震の知見反映を踏まえ、原子力事業者等から

提出された中間報告書を順次確認し、原安委（当時）へ報告していた。しかし、

中間報告書では地震に関して確認されたのみで、 津波は最終報告で扱われるこ

ととなっていた。 
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 ＜参考資料３＞ 東北地方太平洋岸の津波評価の経緯  

１．「津波地震」の設定 

 東北地方太平洋岸に高さの高い津波をもたらす地震を「津波地震」として識

別したのが 金森[１]であった。海洋部での地震には、海溝型地震（プレート境

界型地震/プレート間 地震）と”津波地震”がある。その代表的なものは、海溝型

地震には貞観地震があり、津波地震には明治三陸地震がある。2011 年３月 11 

日の東北地方太平洋沖地震による津波は、これが重なって発生したものと評価

されている（亀田[２]）。 参図 3-1 には、二つの地震津波の発生場所とその様式

を示す。  
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２．津波地震の発生の可能性の指摘  

1977 年に提案されたものであり、2006 年に改めて金森は論文[３]を発

表し警告した。―この地域でのひずみの開放、地震動、地殻の移動がなく、

⾧年のひずみの大部分が残っていることを近年の GPS のデータより分析し

た。その上で開放は、この海溝地域の三陸沖だけではなく南部の福島、茨城

沖の範囲で発生してもおかしくはない―と結論付けて、特にこれまで津波地

震の発生のない区域、宮城、福島沖での津波地震の発生に注意を喚起したも
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のであった。  

地震本部は 2002 年に三陸沖から房総沖にかけての地震活動について⾧

期評価を示した。それによると、「明治三陸地震と同様の地震が、三陸沖北

部海溝寄りから房総沖海溝寄りにかけてどこでも発生すると考える」とする

もので、当然、これにより明治三陸タイプの津波が発生するとどうなるかを

考えなければならないことであった。ここでも発生の可能性は提示されてお

らず、対応は難しい判断とならざるを得ない。  

一方、2004 年のスマトラ島沖地震津波の発生以降、金森によりひずみエ

ネルギーの蓄積が大きく、近々の同様の地震津波、いわゆる“津波地震”の発

生が近いことが提起され、対応のニーズが高まっていた。 

  

３．東北地方太平洋沖地震の分析  

３.11 以後に、杉野[４]、佐竹[５]、亀田ほか、多くの地震学者、津波学者

がこの津波、地震を分析している。それらの分析ではいずれも同じ結果を得

ており、今回の津波は貞観津波タイプと明治三陸津波タイプの重ね合わせで

もたらされたものと分析した。原子力発電所に来襲し、大きな被害をもたら

した津波は、いわゆる津波地震による明治三陸タイプの津波であった。参図

3-2、3-3 に、津波の様子をイラストで示す。 
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第４章 津 波 

１ 福島県沿岸市町津波避難計画策定の手引き 
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原告注釈：東日本大震災に際して、下記の通報体制は実行さ
れていない。 

前頁の拡大版 
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 以上、「平成 17 年版 福島県沿岸市町津波避難計画策定の手引き」
より転載したものであるが、コピーのコピーの為に見えにくい箇所
ができたが、概略をご認識していただきたい。 
 尚、本文中に着色した個所については、原告が注目しているところ
なので、ご覧いただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 300 / 504 

 

２ 双葉町津波防災計画策定基礎調査 報告書 
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本件では機能しなかった 
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［原告の思い］ 

双葉町津波防災計画策定基礎調査報告書を受けて、東日本太平洋沖地震・津波

被害後の感想として述べると、当初、なぜ資源エネルギー庁が津波避難計画の策

定に関与するか不思議でならなかった。地震・津波の所管外のエネ庁が津波避難

に関わる理由が不明のまま、費用負担をエネ庁がするので、まあいいかという軽

い気持ちで受け入れたと記憶している。 

 

この調査の基礎資料は福島県が出しているのでと、安心もしていた。福島県の

基礎資料には、双葉町に押し寄せる津波の波高は 3.8ｍということも被害を軽く

考えていた。 

この 3.8ｍの軽い考えがあったので、富岡町双葉地方会館からの帰り道を、浜

街道を選んだのも 3.8ⅿの記憶があったためだった。この時のＮＨＫの放送では

大津波警報が 3ⅿという数値というので、安心して通っていたが、富岡町を通り

過ぎると 6ⅿに変わった、これは尋常ではない大津波だと思った。大熊町は低地

と丘陵地があり、低地の熊川橋を通り過ぎる時には、周囲に人影も車も通ってい

ないので、猛スピードで工業団地まで駆け上がり、又、低地の夫沢橋から県栽培

漁業センターをとおり抜けて東電の敷地まで、できるだけの猛スピードで駆け

抜けた。 

この時、電源地域振興センターの報告書は、何のためだったのかという疑問を

持った。 

第一原子力発電所の西側の道を通り抜けて、双葉町に入り工業団地を通り過

ぎて双葉町役場に戻った。（普段は運転手を使わず、自分で運転をするので、携

帯電話を使うことができない。） 

役場に着いてから、庁舎の外観の壊れ具合を見て回り、1 階から内部の壊れ具

合を確認しながら 2 階、3 階、4 階と見て回り、4 階の東窓から外を見ると、津

波が 400ⅿくらいまで迫っていた。この時、後 10 分遅れて大熊町の浜街道を走

っていたら、自分は津波で流されていたなと思った。 

話を電源地域振興センターの報告書に戻すと、なぜこの時、資源エネルギー庁

が双葉町の津波避難計画に関わったのかという、疑問を検証しなければならな

いと考えている。 
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３ 東電津波安全報告 
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４ 福島第一原発「大津波あり得ない」 

 

 
 

 東電担当者は本件事故の真正の加害者だ、双葉町及び双葉町民はこのことを

忘れても、更に騙されてもいけない。この記事は永久保存だ。 
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 このことを生んだのは、事務屋の作文主義が現場の実情をよく理解しないま

まに、政策を変えていくことが原因だ。 

 本件事故発生の原因となる事故前の知見が文官たちによって、机上論の設計

図になっていたから、本件事故の真の反省はないだろうが、それは、国富の喪

失につながる浪費になってしまうことが恐ろしい。 

 原告の率直な考えでは、現場第一主義にしないと日本から産業が無くなって

しまう恐れが非常に強い。原告が生業としていたのは、起案者、基本設計者の

書いた図面を「絵」と理解していた。原告がこの「絵」に息を吹きかける、実

寸法を書き込んで、関係業者と干渉チェックを行うことで、生き物に変わる。 

 原告が施工業者だったときは、起案・設計者の不良個所を探して、提案して

変更を求めたことは何度もあった。現場の寸法を入れることは、現場人間にし

かできなかったので、事業を完成させるのには現場人間でなければならなかっ

た。 
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５ 双葉町の浸水範囲概況図  

 
 

上図右拡大図（双葉町内津波浸水域） 
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第５章 放射線モニタリング 

第１ 事故前の備え 
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  被告らは、本件事故後に相当量の真実を滅却してきたが、歴史は消せないの

である。消せないものの一つが当資料である。 

  この資料に記載されていることは写真も含めて事実だから本書に載せられ

ている。 

  本件事故では、これを行ったという証拠を原告は、報告を受けて決裁したこ

とがない。理由は、本件事故では何も実施されていないから、原告は決済がで

きなかったのである。 

  ということは、報告する仕事をしていないという任務懈怠・怠慢・さぼり行

為を働いたことになるので、成功報酬は無給となっていなければならない。 

  もし、給料が支払われていたとすれば、違法なので返還をさせなければなら

ない。 
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２ 東電事故報告書２頁には 

 

   という、原災法を正しく表現されている。 
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３ 原子炉等規制法 

 

「原子炉による災害の防止上支障の無いものであること」と示されている

ので、本件事故を想定外といううわけにはいかない。 

 
 

 

４ 双葉町上羽鳥地区モニタリングポストのデータ 
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 前頁の拡大図 
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前頁の拡大図の続き 

 

 

 このとき、ここに在った 3 つの施設（ヘルスケアふたば、高齢者施設せんだ

ん、双葉厚生病院）が在ったので、入所者とそれぞれの職員、看護師、医師など

がバス、自衛隊の搬送車、それぞれの施設にあるマイクロバス、介護車両に乗車

の介護の為に奔走していた。 

 このとき、この場所に好き好んでいたわけではない。政府原子力災害対策本部

⾧が気の利かない者だったから、事故の現状の情報が届けられなかったために

避難が遅れてしまい、本件事故の最高の被ばくをさせられた。これを放射線医学

総合研究所の明石真が「双葉地区住民はハイリスク群」と呼んでいる。 

 原告もここで最高の被ばくをさせられたので、ハイリスク群の一人である。 

 ここでの被ばくは政府原子力災害対策本部⾧の不作為による人災で、ここで

被ばく被害に遭った人は犯罪被害者だと考えている。 

双葉町上羽鳥地区モニタリン
グポストが 1 号機のベントの
数値を記録した３月 12 日 14

時 40 分 40 秒の最高値 
4,613μSv/h を示す 
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５ 双葉町からの避難 

  
 1 号機の爆発直前の様子 

  
 1 号機爆発物の降下をイメージしたもの（ぼたん雪映像） 
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 2013.4.19 撮影の状況 

  

 同上、双葉厚生病院の裏玄関の状況 
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 2013.4.19 撮影 ヘルスケアふたば 

  

2013.4.19 撮影 同 上 
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 2013.4.19 撮影 線量 72.55μSv/h を記録する 
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６ ３・１１メルトダウン JVJA 取材 
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第６章 避難妨害 

１ 官邸のロスタイム 

 

 

 



 444 / 504 

 

 

 

 



 445 / 504 

 

 

 

 

 



 446 / 504 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 447 / 504 

 

２ 報道機関による爆発の映像 

≪以下は、法政大学社会部教授 水島宏明氏の解説の資料から引用した。≫ 
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 この記事で、注目したいのは「公共」の判断に利益相反が絡んでいるこ

とが語られている。 

原告にとってこの解釈には納得いかない、その理由は、本件事故直後に

福島県の民友新聞 ・民報新聞が事故前の防災訓練で事故時の対応を訓練に

参加した者は皆シナリオを共有していたのに、訓練のとおりに事故対応が

されていないことにおかしい思い、どうして記事にしないのかと民友新聞

浪江支局⾧に質したら、「私たちは企業ですから」と答えた。 

 このとき、報道機関は公器ではないことに思い知らされた。しかし、こ

こに使われている映像は事実なので、引用されていた。 
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３ 双葉３０＞ふりきれ 
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４ 川俣町避難 

（１）川俣町の町民たちの避難 
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（２）川俣町滞在記 

原告井戸川克隆の川俣町滞在記     ３０．５．２９作成開始 

                            ９/６追加訂正 

   2011 年 3 月 11 日に起きた東日本大震災の津波並びに、福島第一原子力

発電所の放射性物質の放出により、菅総理の避難指示に基づいて、双葉町か

ら避難して福島県伊達郡川俣町に避難した。避難開始から埼玉県立さいた

まスーパーアリーナに再々避難するまでの道のりを記す。 

 

 
日 時 間 出 来 事 相 手 メ モ 

12 14：30 

 

 

 

 

 

15：36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17：00 頃 

19：00 

1 号機ベント実施 

 上羽鳥地区のモニタリングポスト

で観測された放射線量はピーク値

で４．６１３ｍSv/h が計測されてい

た。 

 

1 号機爆発 

ここには、避難の遅れで病院、健康

施設、老人施設の利用者、職員と避

難救援のために駆けつけていた原

告ら、警察官、自衛隊員及びバスの

運転手など約 300 他町内に約 500 人

がいた。全員放射性物質の含んだ降

下物によって測りようがないほど

の被ばくをしてしまった。 

 

 

 

双葉町を離れる 

川俣南小学校経由で体育館脇の合

宿所に到着 

 

 

 

 

 

 

職員 

4 名で 

合 同 対 策 協 議

会 開 催 の 連 絡

はなかった 

官 邸 は 現 場 無

視で「直ちに影

響はない」と無

責 任 な 発 表 を

する 

 

井 戸 川 の 自 車

で到着した 

 

ス ピ イ デ ィ 情

報 は 来 な か っ

た。 

緊 急 時 環 境 放

射 線 モ ニ タ リ

ン グ 情 報 も 来

なかった 

 19：00 以降 到着したら合宿所は電気と水道が止  町 民 の 受 け 入
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2１：00 頃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まっていたが、川俣町⾧の計らいで

20 時過ぎには付けるようになった。 

ここは、町体育館（アリーナは天井

が 落 ち て い て 中 に は 入 れ な か っ

た。）、と小体育館、部室と合宿所が

あった。この 3 施設を始め、３つの

小学校、川俣高校体育館、一つの廃

校に分散避難した。この配分は職員

と川俣町との協議で行われたもの

と理解している。 

 どこも大混乱の最中で、自然に落ち

着くのを待つしかなかった。 

 

福島県立医大病院に職員 2 人と被ばく

量検査に向かう。病院西側の救急出

入り口の守衛に検査のために来た

と告げると、外で待機するよう指示

される。待つこと 30 分くらい、担

当職員がきて東側のスクリーニン

グ棟に行くよう指示される。スクリ

ーニング棟の駐車場に止めた車内

で 4～50 分待たされる。やがて、入

室の呼びかけがあり、入室すると機

械、機材、壁面、床がビニールシー

トで覆われていた。この準備のため

に待たされたのだと分かった。井戸

川が本件事故の検査の第 1 号なの

で、ID 番号は１だった。検査は着衣

のままで、GM サーベイメータで計

測し、着衣を脱いでホールボデイカ

ウンターで測定した。この時のデー

タは後日渡すというので数値はわ

からなかったが、上着は相当高った

と見え、ビニール袋に入れておいて

帰るように言われたが、外は相当寒

いので着て帰ることにした。一緒に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 名で 

れ は 終 日 続 い

ていた。 

余震が続いて、

安 眠 な ど で き

る こ と は な か

った。 

発 電 所 の 情 報

は テ レ ビ で し

か 入 ら な か っ

た。東電の 2 名

の 広 報 部 員 は

川 俣 に も き て

い た よ う だ っ

た。原子力防災

専 門 官 の 姿 は

終日なかった 

 

医大は 3 人の検

査 結 果 の 開 示

に 消 極 的 な 態

度 を と っ て い

る。 

個 人 情 報 に 医

大 が 隠 蔽 す る

ことは、違法に

当たるが、私以

外の 2 人の情報

は 開 示 し て い

ない。 

 

医 大 が 県 民 健

康 管 理 調 査 業

務 を 福 島 県 か

ら 委 託 を 受 け

て 現 在 に 至 る

が、経過を見る
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0：30 頃 

行った女子職員の頭髪の線量は一

番高かった。理由は、私が日中、町

内の被災状況写真を撮るように命

じたので、ベントの被ばくで汚染さ

れ、そのあと 1 号機の爆発物を被っ

てしまった為だと思われる。もう一

人の男子職員は概、室内にいたの

で、3 人のうちでは被ばく量は少な

いと思われる。私の被ばく量のデー

タは医大が出し渋っていたが、医大

に何回も通い、出させたものであ

る。後の 2 人には正確なデータを出

していないようである。我々3 人の

計測に相当な時間がかかったが、彼

らはデータを見て、顔色には出さな

かったが、そのあとの「プロメテウ

スの罠」7 巻 64 頁から井戸川と職

員の被ばくについて記述されてい

る（証拠）言葉から理解することが

できる。 

 

合宿所に帰った 

ほとんど徹夜でテレビを見ていた 

 

合同対策協議会が開かれていたら、双

葉町は川俣町への避難はなかった

と思う。危機に迫る感じ方は、政権

側はだいぶ希薄だっ 

た。 

コメント：     「枝野官房⾧官

の間の抜けた発言は、原告たちを深く

傷つけた。」 

1 号機のベントが町民のいる間に了解

するわけがないし、ベントの前に避

難の判断と実行をさせていた。双葉

町の町内事情も分からない者たち

と 県 民 に 寄 り

添 う と い う 姿

勢 か ら は 信 頼

を 得 ら れ て い

な い よ う に 感

じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テ レ ビ で 事 故

現場を見る 
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が安全だと言っても通じることは

なかった。40 年以上も原発と共にし

てきた地元には、原発の事情をよく

知っている住民が多い。東京の政治

家に劣ることはなかったが、立場の

有利さを利用して、喫緊の対応を遅

らされてしまった。合同対策協議会

を設営する所掌は、原子力安全・保

安院の保安検査官と防災専門官が

執ることになっていた。この不作為

が及ぼした影響は、天文学的な大き

さになっている。 

コメント：後日に知ることでは、合

同対策協議会らしき会議が 12 日か

ら 15 日まで福島県保安検査官事務

所で行われていたようだが、双葉町

は出席していない、他の町も参加し

ていないようだが、誰がこの会議を

続けているのか、どこで何が話し合

われ、どのようにきめられたのか分

からない。 

一番被害に遭い、苦しんでいる地元住

民の参加なしで、事が決められると

いうことは、住民たちが延々と積み

上げてきた安全への信頼と、原発を

生業として守ってきた人々に対す

る背任としか受け止めることがで

きないものだ。 

 

※〖後日談〗 

１．【30 年 9 月 5 日 午後 1 時 30 分

頃 双葉町いわき事務所 健康福祉

課 猪井保健師取材記（ヨウ素剤服用

指示顛末）：2011 年 3 月 12 日 午前

5 時 44 分 国の避難指示で町から川

俣町へ避難するとき、町対策本部から
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ヨウ素剤を持って避難するように指

示されたのを、住民生活課の誰かが保

健福祉課へ伝え、竹本保健福祉課⾧か

ら指示されたので、私と小園看護師が

粉末とシロップをもって 8 時頃町を出

て 4－5 時間かかって川俣町の川俣南

小学校へ行った。ここは浪江町が避難

することになっていたと言われ、飯坂

小学校へ行き、そのままいました。川

俣町の桜井英夫薬剤師を訪れ、ヨウ素

剤服用の指示を仰いだ。薬剤師は快く

引き受けてくれて、この日、場所は記

憶にないがどこかで、ヨウ素剤服用を

行いました。13 日、とれんぴあに町本

部⾧を訪ねて再度服用の指示を仰い

だ。本部⾧は、条件はそろっているの

かと聞いたので、薬剤師がそろってい

ますと答えたところ、それでは服用さ

せなさいと言われた。その際、その後

の責任は本部⾧がとるからといいま

した。すぐに飯坂小学校（避難してい

たところ）に引き返し、桜井さんら協

力者と避難所に行き、40 歳以下の町民

を並ばせて、一人ひとりに服用させま

した。錠剤は県から取り寄せて、服用

させました。13 日では終われなかった

ので、14 日にも服用させました。】 

２．【３０．９．６ １２時３０分頃 

桜井英夫氏（当時県薬剤師会⾧）との

電話対談】：当時のことをプロメテウ

スの罠 ７の８８頁以降に書かれて

いる。双葉町の職員からヨウ素剤の服

用の指導を頼まれて、桜井さん所属の

局⾧さんたちと、双葉の子供や浪江や

周辺から避難してきた人たちにヨウ

素剤の服用を行った。当時の民主党政
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権はヨウ素剤を飲ませるなと決定し

た。ポーランドでは全国民に飲ませ

た。県の甲状腺の紙面で双葉の子供に

甲状腺がんの発生者はいないので安

心している。当時はヨウ素剤を飲ませ

るなということだったので、犯罪者に

なったような気がしていた。今日電話

をいただいて有難かった、これで気は

楽になった。 

当時、医師は１９０人、看護師は７０

０人が逃げた。全国全世界から薬が届

いた、他県でもきていたが、使わずに

後進国に送ったところもある。】 

 

 

13 7：00 町災害対策本部会議 

 町民たちの問題は、常備薬の不足と

透析患者の受け入れ病院の確保。無

銭者になっている町民の洗顔道具

の手当と衣類の調達、食料品の買い

入れと、ガソリンの補給について等

について協議。 

 外部からの安否確認の電話応対で、

避難対策業務がマヒしていること

（24 時間電話は途切れることはな

かった）。避難しないまま在町して

いる者の救出を自衛隊に依頼する

こと。 

 避難所ごとの町民のいざこざに対

する対応策の共有化についてなど。 

 各所の名簿作成を指示する 

 ス ク リ ー ニ ン

グ班は、どこの

誰 だ か わ か ら

ないが、ここで

は、異常値を検

出 す る も の は

一 人 も い な か

っ た の が 異 様

に感じた。 

防 災 専 門 官 の

姿はない、事故

情 報 は テ レ ビ

のみだった 

 

余 震 が 続 い て

いた 

 不明 川俣町町⾧表敬訪問 

地震で壊れかかっていた役場の町

⾧室を訪ねて、受け入れと町民の生

活支援にお礼を言った。 

 

1 人 テ レ ビ で 事 故

現場を見る 
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支援物資が大型トラックで次から次

と運ばれてきた。再搬送のために職

員は大忙しだった。 

 

ガソリンスタンドはガソリン不足に

なっていた、避難者優先で１０ℓだ

け入れることができた。 

透析患者を川俣町内の病院でやれた

ので助かった、また、治療薬も処方

していただいたので助かった。 

見舞客やマスコミの対応につかれて

いた 

安否確認は制度設計とマナーの周知

が必要だ。 

1 本しか使えない電話番号が、全国に

知られて、ほとんど途切れることなく

かかってきて、災害対応や行政間の連

絡などに大きな障害が出た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは、実体験

から学んで、国

は 地 方 と の 専

用 回 線 を 設 け

な け れ ば な ら

ない 

 不明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来訪者対応 

マスコミ対応 

ヨウ素剤服用指示（39 歳以下） 

保健福祉課⾧竹本の指示で、町保

健師が町を離れるときに、町が在庫

していたヨウ素剤を川俣町にもっ

てきていたので、服用の指示を求め

てきた。条件はと聞くと、薬剤師が

いるので大丈夫ですと答えたので、

すぐに、後の責任は自分がとるか

ら、服用させなさいと指示をした。

この時の心情は、町の災害対策本部

⾧として、最高の責任者の立場で考

えれば、災害対策基本法の「住民の、

身体、生命及び財産を守る」という

目的に叶うので、何のためらいも迷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 日 も 合 同 対

策 協 議 会 の 開

催 案 内 は 来 な

かった 



 469 / 504 

 

 

 

 

 

不明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

午後 

 

 

 

夕刻 

 

 

 

 

 

夜間 

いもなかった。投与を指示しなかっ

た責任を問われるよりも、指示した

方がはるかに前向きな判断だと考

えたからである。 

飯坂小学校訪問 

 体育館に町民たちが集まっていて、

何かを議論していた。事故に対する

考えと、心構え、ヨウ素剤配布など

について話した。 

 町民たちは、興奮していて収集など

の目安は付きそうもなかった。 

 確かな情報はとどかいない、何を町

民に向かって話せばよいのかわか

らないまま、登壇して意味不明な言

葉で慰めるしかなかった。原子力防

災専門官はなぜ来ない、心で憤りな

がら、精一杯心配している姿で町民

に語る辛さは、保安検査官には届か

ないもどかしさでいた。非常に悔し

い。 

 

 

服用開始 

服用した町民から異常は報告され

ていな   

い 

福島県災害対策本部へ、電話で明日も

う一度正確にスクリーニング検査

をしてもらいたいと電話でお願い

した。これに対して県は、わかりま

した、明日 9 時から始めますという

返事を聞く。 

川俣小学校 

福田小学校に町民を見舞う、どちらも

教室以外の空間を利用していた。本

当に一時しのぎの場所だったが、町

 

1 人 

 

1 人 

 

 

 

 

1 人 



 470 / 504 

 

民たちは相当我慢をしていたのが、

よく伝わった。 

合宿所に戻ったのは深夜だった、軽い

めまいがした。 

 

 

14 7：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

午後 

 

町災害対策本部会議 

 各避難所の状態の報告を求める。 

 支援物資の配達を行う 

 要求・要望をまとめる 

 医療支援の要・不要を確認する 

 中々進まない安否確認をおこなう 

 テレビでは政府が一生懸命事故対

応をしているように、報道されてい

るのを見ていて腹立たしさを感じ

ていた。 

そのころ政府は 

 災害対策基本法と原子力災害対策

特別措置法には、原子力発電所のこ

とにだけ集中するとはどこにも書

いていないのに、政権は発電所の崩

壊にだけ集中して、避難住民の心配

をすることを置き去りにして、放射

能被ばくを解消するための、避難の

拡大を止めるような動きに精を流

していた。その証拠には、スピイデ

ィ情報を隠し、避難範囲を矮小化

し、パニックを防止するという理由

でヨウ素剤の服用を止めさせ、被ば

く被害を最小限に抑える責務を放

棄してしまった。被ばくする義務の

ない住民に被ばくを強要したので

ある。 

 

旧小島小学校に向かう 

 ここは市街地から車で 15 分ほど離

 余 震 が 続 い て

いた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政 府 の 考 え 伝

わらず、どのよ

う に す る の か

行方知れず 

テ レ ビ で 事 故

現場を見る 
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 れている。そのため、本部との共有

がうまくいっていなかった。それで

も顔を出さないと町民は捨てられ

るという恐怖心に駆らわれるので、

丁寧に町民の顔をのぞき、何とかす

るので少し我慢をしてくださいと、

期限を言えないもどかしさで言い

訳じみた言葉をかけて歩いた。少し

救われていたのは、この地区のお母

さんたちが、みそ汁など温かい食べ

物をこしらえてくれたり、風呂に入

ることが出たことだった。 

 ここでも、先着順でよい場所取りが

できていたので、優劣と寒暖の差は

大きかった。 

 11：01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 号機爆発・・・テレビ映像で知る、

他にはどこからも通報はなかった。

東電からファックスが町役場に届

けられても、不在なので連絡をした

ことにはならない。 

 

支援物資が届けられた 

川俣町内の店頭には品切れが続出し

ていた 

昨日の残りの町民にヨウ素剤を服用

させた 

 

 

川俣町の災害対策本部を訪ねてお礼

を申し上げた。また、ご婦人方がお

にぎりを作るところに行きお礼を

申し上げた。20 人以上が列を作りお

にぎりを必死に作っている姿に感

激の涙が出た。 

 

 

 

 

 

 

 

13・14 日合

計 845 人 

こ の こ と に つ

い て も 防 災 専

門 官 か ら の 連

絡 も 報 告 も な

かった 

 16 時過ぎ  

 

合宿所の窓際に置いていた「シンチレ

ーションサーベイメータ」の針が振

 

 

入 浴 で き な い

ために、赤ちゃ
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16：30 頃 

 

 

 

 

 

 

17：10 頃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

り切れ、1 レンジ上げないと計測で

きなくなった。この時のレンジは 3

だったが、10 に引き上げてみたとき

の針は真ん中を指していた。1 から

10 までの刻みの５を示していたの

で、アナログ表示の換算から５μ

Sv/h と判断した（室内環境で）。 

 平時は 0.05μSv/h だった（５÷0.05

＝100 倍の高さ）。 

この数値に驚いたので、各避難所の

職員を緊急に集めて、今夜は町民の

外出を制限する旨の周知を図り、全

町民の不要な外出を禁止にした。 

本日、改めてスクリーニングの検査を

することに約束していたのに来な

かったので、県の災害対策本部に電

話したところ、対応したものがいな

かったので、すぐに電話を切り県庁

に車を走らせた。 

県庁脇の自治会館に到着 

 玄関前には、自衛隊の車と衛星中継

用の車が置いてあった。 

 すぐに 3 階にある災害対策本部へ駆

け上がった。廊下には夥しい数の通

信線が這わせてあったのをかき分

けるようにして部屋に入ると県、

国、警察、自衛隊、消防、日赤、海

上保安庁、東電等が騒音の中でうご

めいていたという印象だった。 

中に入り、県の原子力安全の担当者

に本日のスクリーニング検査に来

なかった理由を聞いても担当者が

誰かわからないということなので、

責める気にもならずに怒かる気持

ちを収めた。この場の雰囲気は大混

乱という表現が合っている。通常の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 人 

ん の お 尻 が た

だ れ て き た の

で、入浴施設の

使 用 を 求 め て

きた。 
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17：30 頃 

 

 

 

 

 

 

 

18 時過ぎ 

 

22 時以降 

 

 

 

 

 

避難訓練とは全く違う雰囲気にな

っていたので、県の災害対策本部に

頼ると遅れが生じると考え、双葉町

は独自の判断で行動しようと決め

た。この後、生活環境部⾧と面会し、

よろしく頼むといい本部を後にし

た。 

 

「しばらくして分かったことは、14 日

は福島県が放射線医学研究所の明

石真言氏に、スクリーニング基準を

１３０００cpm から 10 万 cpm に引

き上げるための判断を求めていた

のだった。」 

合宿所に帰った 

 

外出禁止令なのに、煙草のために外に

出ようとしている町民が事務室に

押しかけて、井戸川に抗議とともに

暴力を振るおうとして、一時騒然と

した。 

酒に酔ってもいたので強がったよ

うだ 

15 7：00 町災害対策本部会議 

 昨夜の外出禁止の影響について。 

 携帯電話が通じ始めているので、避

難所ごとの対応の違いに文句を言

うものが出始めてきたために、職員

の疲労が限界に来ていた。 

 部屋⾧みたいなものが出てきて、待

遇に我を張るものが現れてきてい

る。 

 細かいところに文句を言うものも

いるという。 

 毎日徹夜の近い勤務のために、職員

たちの疲労が限界になってきてい

 防 災 専 門 家 の

行方分からず 

緊 急 時 モ ニ タ

リ ン グ 調 査 結

果 の 報 告 は な

かった 

合 同 対 策 協 議

会 の 行 方 知 れ

ず 

テ レ ビ で 事 故

現場を見る 
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た。 

 分散避難の問題は、携帯電話の開通

に比例して多くなってきた。 

 

 午後 川俣町⾧に会いに行く 

 昨日の 3 号機爆発に伴って、ここ川

俣町にも放射性物質が飛んできて

いることを報告して、再移動を考え

ていることを話した。町⾧からは快

く理解を示していただいたので、お

礼を申し上げた。ところで、川俣町

もだいぶ汚染されてきたので、どの

ように考えているのですかと聞い

たら、川俣町も避難を考えています

と答えた。どこを考えていますかと

聞いたら、会津地方を考えています

という答えだった。会津であれば少

しはちがうと考え、それはよろしい

ですねと返事をした。 

           

 

「その後、川俣町の山木屋地区だけを

双葉町が避難していた場所に、避難

させてしまったのは残念でならな

い。」 

 

川俣町役場から帰ってから、忙しか

った 

  

ここから、新たな避難先探しを始め

た。 

 東京の知人に、「助けてくれ」とメー

ルした 

 すぐに「何ですか」と返事が来た、

この知人とは町⾧になる前からの

知り合いで、気心が知れていた。反
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応の早い人だったので、避難先探し

を依頼するためだった。早急に避難

先を確保することを告げた。間もな

く、知人から 2 件の案内の返事が来

た、一つはさいたまスーパーアリー

ナで、もう一つは片品村だった。メ

ールにはそれぞれの連絡先と担当

者、電話番語が添えられていた。こ

のころには携帯が少し使えるよう

になっていたので、スーパーアリー

ナを担当する埼玉県職員に電話し

た、この時の雰囲気はとてもよかっ

た。次に、片品村へ電話した、担当

者はこれから協議しますので、明朝

まで返事は待ってくださいという

ので、従った。この二件以外に他が

ないので、他にも打診した、その先

は同じ原発立地の柏崎市だった。市

⾧さんとは原発所在市町としての

交流があり、気心が分かっていたの

で、避難の受け入れを申し込んだ。

市⾧には昼夜を徹して準備をして

いただいた、隣の⾧岡市にも協力要

請をしていただいていた。一方の、

埼玉県でも受け入れの話は順調に

進んでいた。 

  

16 7：00 町災害対策本部会議 

 再々避難の考えを職員たちに伝え 

 た 

 動揺もあったが趣旨には従った 

 住民には避難先が決まらないのに 

知らせなかった。 

 避難所毎の待遇にも差が出てきて

いた 

 理由の一つに、受け入れ側にコメ不 

 テ レ ビ で 事 故

現場を見る 
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足や副食品の不足が出始めていた 

のだった。 

 もう一つには、受け入れ側の「手」 

が不足してきていた、非常時の手伝 

いから、平常時の勤務に出なければ 

ならなくなっていた為に、不足して 

いた。 

 また、町の職員の疲弊も限界に来て 

いた 

 本日の仕事、町民の観察と支援と物

資の配達を指示して終わった。 

 

 不明 この後早速、片品村に電話した、村

からは南相馬市を受け入れるので、

双葉町は受け入れられませんと断

られた。片品村はこれでよかった。 

次に、埼玉県に電話した、双葉町民

を「受け入れます」と力強い返事が

返ってきた。うれしかった、涙が止

まらなかった、このような思いをし

ながら事故から避難をしているこ

となど、政権は全く想像もできない

だろう。 

少し間をおいて、気を静めて東京の

知人に電話で、埼玉に決めたと報告

した。よかったと大変喜んでくれ

た。うれしい気持ちは生涯忘れるこ

とはできない。その後、柏崎市⾧に

電話を入れた。大変申し訳ない気持

ちでいっぱいだったので、丁寧に謝

りながら、断りの気持ちを伝えた。

この市⾧には生涯の借りを作って

しまった。 

一応手順をこなした後、埼玉県の担

当していただいた職員と移動日の

相談始めた。 

 合 同 対 策 協 議

会 が 開 か れ て

いれば、こんな

苦 労 は し な く

てもよいのに。 

原 子 力 防 災 専

門 官 は 本 当 に

存 在 し て い た

のだろうか。 
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気持ちは今日でもよかった、出来る

だけ早く移動したいと思いを伝え、

バスの手配と受け入れ側の準備完

了する時間は、最短で 19 日に決め

た。バスの台数は、本日 1 日検討し

て埼玉県に明日伝えることにした。 

 不明 町民の諍いが多く聞こえるように

なってきた。 

 避難所をのぞいてみると、先住権が

避難所内にできていて、各避難所の

一番住み心地の良い場所を先取し

たものと、遅れてきたものは、風通

しの良い、日当たりの悪い寒い場所

しか与えられていなかった。 

 村社会ができて、声の高い者や、腕

力の強い者が支配する原始社会が

出きていた。 

 この利害関係の狭間で苦しんでい

たのは、町職員たちだった。 

 このような問題を抱えながら、事故

の責任の中心にいる者たちは、現場

に来たことが無かった。 

 法治国家と標榜しながら、実態は放

置国家だったことが判明した。 

 

 テ レ ビ で 事 故

現場を見る 

17 7：00 町災害対策本部会議 

 明日の再々避難について説明し、町

民に正確に伝え、動揺が起きないよ

うに適切な対応をするよう指示を

した。 

 バスの配置と誘導する担当と案内

の手順を整えるよう指示した。 

 埼玉へ行かない人に対する再々避

難に支障を与えないように気配り

するよう指示した。 

 病弱者に対する保健師の配置計画

 本 日 も 政 府 は

動かない 

防 災 専 門 家 は

い つ く る の だ

ろうか 
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を作成するよう指示した 

 

  埼玉へ再避難すると町民に伝えた

ら、約 4000 人いた町民に動揺が広

がり、蜘蛛の子を散らすように集団

がばらばらになっていく。 

埼玉に行くのは、1200 人と試算し

て、荷物があるので 30 人/台×40 台

＝1200 人と見込んだ。 

埼玉県にはバスの台数を 40 台に決

定したと伝えた。 

料金は後払いとして、埼玉県に立て

替えをお願いした。 

 何とか、再々避難の道筋を付けるこ

とができたのは、普段の付き合いを

よくしておくことが如何に大切か

という、思いを新たにした。 

 テ レ ビ で 事 故

現場を見る 

18 7：00 町災害対策本部会議 

 埼玉へ行く集団のバス 1 台当たりの

班編成と責任体制を作るよう指示

した。 

 バスごとに積み込む食料は、車内で

済ますためにパンを配るよう指示 

 衛生用品等の積み込み 

 自家用車の集合場所は吾妻運動公

園の西側駐車場に駐車すること。

（県を通して協議するよう指示） 

  

 川 俣 町 民 に も

対 応 の 疲 れ や

人 員 不 足 が 見

え始めていた 

 

本 当 の 緊 急 時

の受け入れは、

制 度 設 計 の 必

要 性 を 強 く 感

じられた。 

 不明  再々避難を無事決めたのに、事故に

対して無性に腹立たしかった。本来

は、事故を起こした東電が救済の前

面に立って、被災者は何もしなくて

も良いはずなのに、放射能を被せら

れながら、何でもかんでも被害者が

やらなければならないのか、おかし

いと考えていた。 

 テ レ ビ で 事 故

現場を見る 
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取材対応 

体育館周辺の避難者に挨拶と埼玉へ

の思いを伝える。できるだけ多くの

町民と一時の別れを語る。 

支援物資を見て歩く 

 

19 7：00 今朝は晴れで良い旅立ちの日になっ

た 

町災害対策本部会議 

 班編成の準備を確認した 

 持ち込み荷物の整理と員数の確認

をした 

 弱者対策、傷病者対策について確認

する 

 1 号車から 40 号車までの分乗を確

認する 

 各避難所までのバスの誘導係を確

認する 

 吾妻駐車場集合時間を確認する 

 残務整理と片づけをする職員に訓

示する 

 忘れ物の点検をするよう指示する 

 

※川俣町滞在中の被ばく量は 

14 日 16 時から 19 日 9 時までを計

算すると、14 日 16 時から 18 日 16

時まで 4 日間と 19 日 9 時まで 17 時

間で計算すると、（4×２４）+17 時

間＝113 時間×５μSv/h＝５６５μ

Sv となる。平常値では 113 時間×

０．０５μSv/h＝５．６５μSv にな

るので通常時の 100 倍の被ばくを

していた。（この基礎数値は屋内な

ので、外部の被ばく量を考えると、

もっと多くなる） 

 テ レ ビ で 事 故

現場を見る 

 

 

 

 

 

 

マ ス コ ミ が 来

ていた 
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 9：00 頃 バスの到着が心配されていたがスム

ーズに到着した。ナビの影響は大きい 

 

川俣町から埼玉へ旅立ち 

バス乗車、大きな混乱もなく住民た

ちは乗り込んだ。しかし、表情はお

びえているように写っていた。無理

はない、これまで分散避難して情報

の伝達は、職員の説明とテレビの映

像に限られていたために、移動のた

めの説明会を聞くこともなく突然

の大移動だったからだ。 

 

 これには理由がある、県の災害対策

本部の混乱と菅総理に対する不信

の念が根底にあったためである。菅

総理への不信は、尖閣諸島の中国漁

船の衝突問題の解決の仕方が後手、

後手に回り、結果として日本は中国

から加害者扱いにされてしまうと

いうお粗末な判断をする総理とし

て強い印象を持っていた。 

 また、時間を置くとマスコミ上で迷

惑な論評がはやされて、行方を阻ま

れることも心配したからだった 

 

  

 

 

わ ず か な 見 送

りに送られて、

帰 還 が 見 通 せ

な い 旅 路 に つ

いた 

 

とうとう、事故

の 責 任 者 ら は

顔 を 見 せ な か

った。 

 

私は、猛烈に怒

っていた。 

 

常に、事故が起

き な い よ う に

東 電 と 保 安 院

に は 言 っ て き

ていたので、こ

の 事 故 の 後 始

末 を 最 後 ま で

付 け さ せ な け

れ ば な ら な い

と 、 心 に 刻 ん

だ。 

 11：30 頃 吾妻運動公園西駐車場 

 川俣町へは、自家用車でそれぞれが

避難したが、再々避難先のさいたま

スーパーアリーナには、駐車場が少

ないので自家用車はここに当分お

いておくために、福島県から使用を

許可された。 

 とにかく、放射

能 の 影 響 の 少

な い と こ ろ に

町 民 を 避 難 さ

せ る ん だ と い

う 強 い 思 い が

あった。 
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 予定通り、自家用車の人たちはここ

に集合した。 

 バスと合流して、東北道福島西イン

ターから埼玉へと向かう。 

 原告は、公用車のプリウスに職員 3

人と乗り埼玉に向かう。 

 

こ れ が ⾧ に 課

せ ら れ た 「 生

命、身体及び財

産 を 災 害 か ら

守る」という使

命 を 果 た す た

め に 必 死 だ っ

た。 

 東 北 道 走

行中 

迷い 

 やれやれという気持ちと、先が全く

読めない道中に不安が大津波のよ

うに襲う。 

 人に対する気持ちに、性善説で対応

するのと、性悪説で対応するのでは

体勢は真逆だ。東電とはこれまで、

事故は起きないという言葉に、性善

説で付きあってきた。 

 しかし、それは「ウソ」だったわけ

だから、人との付き合い方は変化す

る。 

 頼りない菅政権に対し、「性善説」が

いいのか、「性悪説」で対峙するのが

よいのか、迷いがあった。 

 その迷いとは、このままスーパーア

リーナ に向かう「性善説」を選ぶ

のか、それとも「性悪説」を信じて

官邸に突入するのかだっ    

た。この気持ちはインターを降りる

直前まで続いていた。 

結局、原発事故は世界中が見てい

る、日本中が見ているので、非人道

的なことはしないだろうと、非常に

甘い考え方を選んでしまい、永田町

へ行くのをあきらめた。 

この判断が大きな間違いを誘発し、

裁判につながってしまった。 

 東 北 道 は 一 般

車 両 が 通 行 止

めのために、ス

ム ー ズ に 走 れ

た。 

地 震 で 陥 没 や

突起があり、運

転 は 慎 重 に し

な け れ ば な ら

なかった。 
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世論を騙すことを、事故発生以前か

ら続いていたことを知らない原告

の愚かな「性善説」の考えだったこ

とを、今は悔やんでいる。 

 

外環道に入り、浦和南インターで降

りて、一般道を走りさいたまスーパ

ーアリーナに向かう。 

 

 15：00 頃 

 

 

 

 

 

 

2 人の出迎

え 

さいたまスーパーアリーナ着 

 いよいよ到着した。車を降りて案内

の通り階段へ向かって歩いていく。 

 階段からずーっとマスコミがいた、

生涯初めてのフラッシュの嵐にあ

った、緊張などしていられない。フ

ラッシュに負けない気持ちで階段

を上ると、上田清司埼玉県知事と清

水勇人さいたま市⾧が待っていた。 

 2 人の案内で館内に入った、初めて

見る光景と多くの人の波に飲み込

まれながら、ある個室へ入った。そ

こには知事、市⾧、私と数人の職員

がいたような気がする。知事から福

島県の佐藤知事からよろしくと言

われていますと聞かされた。市⾧と

の会話はよく覚えていないが、受け

入れについては全力で対応します

と言われたように記憶する。 

 短時間の挨拶の交換だったが、2 人

からは心配ないからといわれた、全

く見知らない環境に身を置くから

には、こちらも覚悟と、礼節をわき

まえる必要はあるので、心からのお

礼とこれからのご支援をお願いし

た。 

 知事から、ここは 3 月いっぱいしか
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使えないので、よそに移動しなけれ

ばならないと告げられる。わかりま

したと答えた。 

 100％身柄を拘束されているので、

こちらには都合を言うことはでき

ない、従うしかなかった。 

 このように、我々を引き受けるの

は、東電の責任であったが、日本政

府にはこの時、事故を正しく裁く政

治家がいなかった。 

 

 館 内 を 歩

く 

館内は大きく、広く迷路のようだっ

た。 

目を回しながら歩いたが、とにかく

落ち着くしかない。ルビコン川を越

えた心境には及ばないかもしれな

いが、来た以上は運命に逆らうこと

はできない、どのような困難になろ

うとも、みんなを支えるしかなかっ

た。 

1 階には、町社会福祉法人が高齢者

や、身体不自由者のために場所を取

り、3 階は役場スペースと住民スペ

ース、4 階は住民スペースとして利

用するようにした。 

人・人の波にもまれながら、しばら

く彷徨った。この人々が挨拶に来ら

れるたびに、名刺の交換を行うが、

名刺と名前は一致することはなか

った。トイレに行きたくても我慢し

ながら、名刺交換に及んだのは大変

つらかった。 

全ての町民が避難後初めて、弁当を

食べた。これまではおにぎりかパン

だけだったので、おかずの付いた弁

当を喜んで食べた。 
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町民たちは疲れていた、通路に毛布

を敷いて寝るのは初めてだったが、

すぐに横になって目を閉じていた。 

子供たちの気持ちは、もっと衝撃だ

ったと思う。中学生は、11 日は卒業

式だった、家に帰ることができない

まま、ここのいるのだ。私が卒業式

で祝辞を述べた言葉など、どこかに

行ってしまっただろう、夢と希望が

この日を境に無くされてしまった

のだから。 

被告らは、子供たちへ与えた心の傷

の深さや、事故のないところで暮ら

して臨む入学試験へのハンデキャ

ップを考慮しない教育界に責任が

ないのだろうか。家庭破壊が起きて

離散や離婚の犠牲になった子供に、

どのような温かい手を差し伸べる

のか、本当の大人が現れることを望

むところだ。 

 

町の災害対策本部⾧は一人、議会議

員は 12 名、その中には東電とつな

がっている者もいた。町民にも東電

の社員がいる、その他大勢が東電の

息がかかっている。企業城下町の悲

哀とは、これからの私の「災害対策

基本法」に定められた責務の遂行

が、如何に困難かを思うと無性に悲

しくなっていた。応援できるものは

東電側が抑える、マスコミを信じる

わけにはいかない、保安院は逃げる

だろうと考えていた。 

 

2011 年 3 月 19 日は、井戸川の本当の

戦いが始まった日である。 
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  記者会見 

 この日は記者会見の多さにもつら

かった、3 月 11 日以来、まともに眠

ることができなかったから、疲れが

たまっていたが、記者にすればお構

いなしだった。また記者の多くは若

いので、細かい説明を求められ、同

じ答えを繰り返すことも多かった。 

 記者会見の多さに困惑してしまっ

た。 

 

  

 

 

   こわれた双葉町 

    
    役場庁舎前の時計塔            新山広町商店街 

    

      新山広町商店街           新山北広町民家の倒壊 
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   双葉町体育館卒団式準備中       原告母屋の倒壊前 

  
    原告作業場の被害            原告井戸屋倒壊 

 

 原告墓地墓石倒壊 
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５ 無法な避難所生活 

（１）避難生活計画なし 

  原発はトイレのないマンションと例えられていたが、原発行政の欠陥が避難

生活計画のない避難指示だった。菅直人政府原子力災害対策本部⾧が避難指示

を出した時から、政府という無責任な正体を世間に晒した。この様相を原告は、

「政府の乱」と呼ぶことにしている。 

  原発から排出される核燃料の残渣の処理が出来ないまま、建設を推し進め

てきた政策の失敗を国民から質されているが、原発事故から排出されようと

している国民の生命、身体及び財産を破壊し、その後の避難生活の方法が定ま

っていなかったことは、政府の失政である。 

  原告が双葉町から避難するとき、原子力防災専門官の姿はなく、避難先を探

し、町民を移動させ、その町民らの手足となって生きるために最低の手配をし

た。 

  それがいつしか、原告が町民の避難生活の総責任者にされ、まさに「自助」

が始まったのである。 

  災害対策基本法及び原災法には、町の責任として、町民の生命、身体及び財

産を保護するよう定められているが、本件のような過酷な体験をすると「自助」

について、政府の言葉遊びに騙されていたということが分かった。又、原発事

故を災害という扱いにしたことも、原子力事業者の優位な立場で自分のしで

かした事故の後始末は、被災者・国民がしなさいという策略と思うようになっ

た。 

  本件事故が及ぼした悪影響は広範で、国民全体に被害・損害を生じさせ、我

慢と負担及び心に痛みと義憤を与え、被告東電自身が支払うべきすべての負

担に限度を設け守護し、残りのすべての費用負担は国民の税金で支払うよう

な仕組みを拵えていた。これは、原子力事業者、政府、政治家及び原子力関連

団体組織に利益をもたらすことを目論んだ悪戯であることが、避難させた住

民の扱いから証明できる。 

  事故の責任者が避難生活費用の全部を負担してきたのは、原子力発電所以

外の場合、事故を起こした企業・団体だったが、原発事故だけを災害としたた
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めに、避難生活費用を災害救助法に転嫁した。このため、被告東電は自腹に傷

付けることなく平然としていられるのも不公正なので、国民が主体的に法を

変えなければならない。 

 

 

 

（２）川俣町 

  川俣町を第一避難場所としたのは、１０ｋｍ以上離れており、国道１１４号

線上に町があったので交通の状況を考えて避難場所とした。３月１２日の１０

㎞以内に避難指示が出たので、避難先の選択の時間がない中で、真っ先に川俣

町が頭に浮かんだ。早速、川俣町⾧と電話で避難受け入れの了解を得て、川俣

町へ避難するよう防災行政無線で呼びかけた。 

  午前７時半以降順次、町民たちは川俣町へ国道１１４号線で向かったが、大

渋滞で川俣町に到着したのは夕刻だった。 

このような混乱が起きた原因は、政府の不作為が主因だった。菅直人政府原

子力災害対策本部⾧が事故対応に強く関与したのも、避難の遅れにつながって

いる。 
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  （再掲） 

 前頁の図の経験のない素人集団の菅直人政府原子力災害対策本部⾧が事故情

報の集中と独裁がなければ、原災法第１５条が通報された段階から避難を始

めれば、もっと早く遠くへ避難させることが可能だったが、この時としては、

川俣町は最善の避難場所だった。 

 

  川俣町は防災訓練など縁のない地域だったので、被ばくについて無知であ

ったことも幸いした。おそらく、被ばくについて相当の知識があれば、簡単に

町民を引き受けてくれなかった恐れはあった。 

 

  さて、双葉町民を含めて浪江町、南相馬市の住民も大勢避難していたので、

約１万５千人の町に、約５千人の避難者が押し寄せると、場所の確保と食料、

衣料品、医薬品及び医療施設の不足は想定された。又、避難者に提供される食

事はおにぎりになるので、これを握るのに、それぞれの家庭からお母さんが出

て、握るために早朝から休むことなしでやってくれていた。やがて、川俣町の

店舗からコメが無くなり、各家庭に保有されていたコメを持ち寄り、おにぎり

を作ってくれるようになった。 

 

  こんな苦労も知らない町民たちは、分散しているためこっちの避難所では

味噌汁がついた、あっちの町民はオニギリとタクアンだけだと、騒ぎ始めた。 

  携帯電話計が通じるようになると、あっち、こっちの情報が飛び交い、役場

職員に苦情が押し寄せて対応しきれなくなっていった。 

 

  お世話になりながら、こんな苦情が川俣町に伝わったら大変なので、沈静化

するために、１カ所に町民を集めなければ、⾧い避難生活ができないと考え、

再避難場所を探すようになった。 

 

  又、時を合わせたように、３号機の爆発があった３月１４日１６時すぎに避

難事務所の窓際に置いていたシンチュレーション・サーベイメータの針が振り

切れた。３号機のプルームが川俣町に到着した瞬間をとらえたのだった。 

  １５日午後、古川川俣町⾧を訪ねて、このことを話し、再避難の意向を伝え、
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了解を得た。ついでに川俣町はどうするのか聞いたところ、川俣町としても避

難を考えているというので、安心して川俣町役場を後にした。 

  ―途中省略― 

 下記写真は川俣町の避難状況 

  

      体育館に横たわる            おにぎりを配る 

  
   スクリーニング検査員たち         原告がとれんピアを去るとき 

 

  ３月１９日午前９時過ぎ、川俣町体育館脇のとれんピアから、川俣町と永遠

の別れをし、福島市吾妻西駐車場へ向かう。 

移動には、埼玉県にお願いして配車していただいたバス４０両に町民たちを

乗せて、さいたま市スーパーアリーナへ旅立つ、この日は穏やかに晴れた日だ

った。現代のノアの箱舟を実現した様相だった。 

おそらく、一度に４０台のバスを仕立てる姿は、チェルノブイリ原発事故で

プリピャチ市から市民たちが、避難するときの状況を再現したものに相当する。 
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  上記は、川俣町で行われた偽造されたスクリーニング検査済証、先ず、数値

がなく、合否を判断するのに、どこの個所をどうして計測したことが記されて

いない。この偽スクリーニング検査済証の効果は、「済証」なので全国どこに

でも避難することができた。 

原告ら双葉町民らは、さいたまスーパーアリーナとか、全国にフリーパスで

どこにでも避難することができた便利さがあったが、よく考えると福島県が避

難受け入れ先をウソで騙したことになる。 

 

次頁に示した資料は、事故前から福島県が作っていたスクリーニング検査用

紙である。上記の済証と、次頁の資料は似ても似つかぬものだとわかる。 

このように、日本政府と福島県は、県民の無知に付け込み、県民と国民にウ

ソをつき、安全か安全でないかの正しい判断をしないで、ただ済みましたと避

難先の関係者と被災者を騙したのである。 
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  原告が、福島県内を危険区域と判断したことは、アメリカが８０ｋｍ圏内か

らアメリカ国民を避難させたことと同じ考えとなった。原告はこの時、アメリ

カが８０ｋｍ圏内を避難区域としたこと等知る由もなかった。アメリカ国民の
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生命と身体を被ばくから守るという考えと、原告が災害関係法に定められてい

る、住民の生命、身体及び財産を保護する目的が偶然一致したことは、原告の

判断が正しかったという証明であるので自信がついた。 
 

  この時までに、保安院とか原子力防災専門官からの事故情報の連絡はなかっ

た。これは原災法違反で、不作為・任務懈怠という、違反行為である。 

 

東北自動車道は通行規制がかかっていたので、さいたまスーパーアリーナま 

では、道路の陥没を避けるだけで何も障害は無いまま、スーパーアリーナに到

着した。 
       

 

 

（３）さいたまスーパーアリーナ 
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  大勢のボランティアの支援        広い通路にくつろぐ町民 

  

  通路に寝泊まる町民            上田知事のお見舞い 

  

     暖かい支援 

  さいたまスーパーアリーナが避難者を受け入れているという情報は、原告

の友人が探してくれた。早速、埼玉県の担当者の西村さんに連絡した。西村さ

んはかつて双葉町を通ったことがあるという理由で、受け入れに関わってい

ただいた。埼玉県の副知事が富岡町出身だったことも、受け入れに幸いした。 

  スーパーアリーナに到着して直に、上田埼玉県知事と清水さいたま市⾧が

出迎えてくれて、ごあいさつとお礼を兼ねてこれからお世話になることを請
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願した。川俣町を発つとき電話で佐藤雄平福島県知事にあいさつと、埼玉県知

事によろしく取り次いでいただくようお願いした。上田知事から佐藤雄平福

島県知事から頼まれたと言われた。この時、上田知事から、さいたまスーパー

アリーナの使用期限を３月末までと断られたが、こちらは、舵の無い船なので

いうままに従うのみだったので了解した。 

 

  スーパーアリーナは大きいし、広かった。一番驚いたのは、ボランティアの

多さで埼玉県では、ボランティアの制限をかけていると聞いて、やはり、大き

いところを再避難先に選んでよかったとつくづく感じた。 

 

  本件事故によって、ボランティア活動していた方々には、永久にお礼を言わ

なければならい身分にされてしまった。原告は本来、自己完結型の人生設計で

生きてきた。学歴のない自分が社会で生きていくのには、自己完結を商売道具

にして、信用を積み上げてユーザーから求められるように気遣いながら、本件

事故前までやってきた。このため、他人から無償の援助を受けることなど考え

たことはなかった。 

  とにかく、見舞に来られる方々の多さに、相手も忙しいので対応するのにト

イレを我慢するのが大変だった。今考えると、大分無礼なこともあったのでは

いかと、心配している。多くの方々の恩に応えるのは、裁判で勝利をすること

でお返ししたいと願っている。 

 

  原告が入浴、シャワーを浴びたのは、３月１１日から１０日以上すぎてから

だった。事故前には。こんな経験もしたことはなかった。 

   

  半面、被告らは国民に負担を強いて、悠々としていることが、一番許せない。 

  こんなことにさせたのは、被告東京電力のウソを生業とする体質で、被害を

与えた発電所周辺の自治体及び住民にウソの賠償や２０ミリシーベルトとい

う数値で、被ばく加害を強制していることは絶対許せない。 
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（４）旧騎西高校 

  

     旧騎西高校正面          浄化槽の処理が追い付かず用意した仮設 

  

                        

  

     ２階のアリーナ              役場仮事務室 

バスから降りた町民 
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  旧騎西高校正面前広場         このころ不審者の侵入が多くなっていた 

 

  
 菅直人政府原子力災害対策本部⾧が来る   同左 町民の意見を聴きいたが実行せず 

 

  
       三役で看板取り付け          東電広瀬社⾧が謝罪にきた 
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   旧校⾧室の原告            同左 机を片付けて寝る 

 

 東電の経営者たちに、１週間ここで宿泊してもらえばよかったと、今反省して

いる。 

原告は、どこまでも、性善説なんだ。今では遅い。 

 ここでの生活は、町民同士の距離があまりにも近すぎて、トラブルが多かった。

子供は、消灯時間があり勉強ができなかった。一番混雑したときは畳一枚に一人

のスペースしかなかった。夜寝てから、いびき、飲酒、寝言と用便に起きる物音、

振動で多くの町民は安眠できなかった。トイレは和式なので、足腰の弱った高齢

者には苦痛を与えた。エレベーターがないので階段の上り下りではため息をつ

いていた。更衣室がないので、布団にもぐって着替えていた。冷蔵庫が少ないか

ら共有なので、誰かに食べられた。食事は毎食弁当だ。汁はない。弁当を取りに

行くのは遠い。等すべてで我慢を強いたことは原告の責任であるが、本当に責任

があるのは全て原発を壊した東電にある。 

 ここには中庭があって、ボランティアの演奏会などの音は外に聞こえなかった

ので、何かと便利だった。この中で苦痛だったのは「故郷の歌」が演奏されたり、

歌われるとみんな苦痛の表情を示していた。原告もこの歌は、心をひどく痛めつ

けられていた。 

 我々は、被告東京電力のせいで、地獄行きの片道切符をもらったので、故郷を

無くされたので、故郷の歌は心を揺さぶった。 

 ここは、東京に近いから各界の方々がお見舞い、差し入れ、元気を多く頂いた

ので、感謝したが勝俣や武藤、武黒、小森などから、心からの謝罪とお見舞いを

いただいた記憶がない。彼らは本当に人間なのだろうか疑問だ。政治献金で罪が

消えるわけでもあるまいに。 
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● 追 記―緒論・公論 
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（５）憲法第１８条に反する 

   本件事故に際して、殆どがウソで丸込めている。先ず、以下の通りの不当

なことを双葉町民に強いていること。 

① 被告東電が語っていた「止める」、「冷やす」、「閉じ込める」が実行で

きなかったこと。 

② 約束がウソだったことになるから、過去の歴史をどさくさに紛れて滅

却していること。 

③ 発電所周辺の自治体に目隠しして、黙らせていること。 

④ 安全確保協定はなかったことにしていること。 

⑤ 発電所周辺監視区域の外に放射性物質を出したこと。 

⑥ 双葉町に事故状況を説明しなかったこと。 

⑦ 原告を含む双葉町民に重篤な被ばくをさせたこと。 

⑧ そして、双葉町民を双葉町に住めなくしたこと。 

⑨ 事故前の原子力発電所の放射線管理基準を超えた基準で、双葉町民に

被ばくさせたこと。 

⑩ 賠償は国が決めたからと言い、ウソで騙したこと。 

⑪ 東電が出した核のゴミを双葉町に置いたこと。 

⑫ 双葉町民を騙して早く返して片づけをさせていること。 

⑬ 「対策をしても事故は防げなかった」と裁判所に言わせていること。 

⑭ １５．７ｍの津波の高さを隠していたこと。 

⑮ ２０ミリシーベルトという数値で避難解除させたこと。 

⑯ 事故前の放射線管理区分を事故後は放棄して平然としていること。 

⑰ 虚偽文書でプルサーマル導入を決めさせたこと。 

⑱ 双葉町町⾧を安全だと言って騙したこと。 

以上の事柄を、原告に隠して上記を合意のないままにしている。このため、

原告及び双葉町民は、事故後のウソや誤導で苦しまされていることは憲

法１８条で禁じられている理由のない苦役の強要に当たるので、許せな

い。 
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つまり 

  東日本大震災に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故は、原

子力発電所を誘致した双葉町らに恩をあだで返すという前代未聞の事故で、

双葉町の社会秩序を破壊し、町民が築いてきた安寧の住処を壊し挙句に生業

まで壊したことは断じて許されない悪業である。 

  再掲するが、双葉町広報誌 「エネルギーのまちふたば平成１７年度版」には

以下のように発電所の安全配慮及び対策が記されており、被告東京電力及び

規制主務省庁の原子力安全・保安院並びに原子力安全委員会らが、これに異議

を申し立てたことがないので、すでに認諾していたのだ。 

被告らは、下記に異論はないはずなので、「『本件事故は、地震の随伴事象の

津波の予防対策は想定されていたもので、これまで異議を申し立てたことはあ

りませんでした。』したがって本件事故に伴う被害・損害は、当方（被告東電、

被告国）の不作為並びに過誤によるものですので、すべての損害の賠償に応じ

ます。」というほかはないはずである。 
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  以上、後知恵の多論より 「上記の証拠」で、被告らの主張は不当
であることが立証される。よって、これ以上原告ら双葉町民をウソ
で騙してはいけないし、騙した損害を全部弁償しなさい。 

                        つづく 


